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札幌市議会第一部決算特別委員会記録（第８号） 

令和７年（2025年）10月27日（月曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 33名 

    委 員 長  松  原  淳  二       副 委 員 長  藤  田  稔  人 

    委   員  勝  木  勇  人       委   員  高  橋  克  朋 

    委   員  こんどう  和  雄       委   員  細  川  正  人 

    委   員  よこやま  峰  子       委   員  こじ ま  ゆ  み 

    委   員  伴     良  隆       委   員  和  田  勝  也 

    委   員  村  松  叶  啓       委   員  小須 田  大  拓 

    委   員  山  田  一  郎       委   員  小  野  正  美 

    委   員  ふじわら  広  昭       委   員  村  上  ゆう こ 

    委   員  中  村  たけ し       委   員  かん の  太  一 

    委   員  うるしはら  直  子       委   員  おんむら  健太 郎 

    委   員  森    基誉 則       委   員  竹  内  孝  代 

    委   員  丸  山  秀  樹       委   員  前  川  隆  史 

    委   員  森  山  由美 子       委   員  熊  谷  誠  一 

    委   員  小  形  香  織       委   員  太  田  秀  子 

    委   員  長  屋  いず み       委   員  荒  井  勇  雄 

    委   員  山  口  かず さ       委   員  成  田  祐  樹 

    委   員  丸  岡  守  幸 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 議 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  ただいまから、第一部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、松井委員からは和田委

員と、福田委員からは竹内委員と、坂元委員から

は荒井委員と交代する旨、それぞれ届出がありま

した。 

 それでは、議事に入ります。 

 第８款 教育費 第１項 教育委員会費から第

９項 学校整備費まで及び第11款 職員費 第１

項 職員費中関係分について、一括して質疑を行

います。 

●熊谷誠一委員  私からは、１人１台端末を利

用した心の健康観察アプリについて、メタバース

を活用した不登校支援について、そして、安全・

安心な教育環境について、順次、質問させていた

だきます。 

 初めに、１人１台端末を活用した心の健康観察

アプリについてお伺いいたします。 

 これまで、機会を捉えて質疑を繰り返す中、令

和６年３月の予算特別委員会にて、我が会派の質

問に対し、新年度から全ての学校に導入するアプ

リを選定し、早期の運用を図るとのご答弁があっ

たところでございます。 

 本取組に関して引き続き注視してきたところで

ございますけども、この１人１台端末を活用した

心の健康観察アプリについては、健康観察のみな

らず、教育相談を申し込める機能も併せ持ってお

り、子どもの見守りや相談支援体制の充実につな

がるものとして、その重要性から令和６年第３回

定例議会の決算特別委員会において、我が会派か
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ら、その効果等についても質問をしたところでご

ざいます。 

 教育委員会からは、当時、全ての市立学校にお

いて、アプリの利用を開始してからまだ２か月で

あるが、子どもからは見守られている安心感があ

るという声が上がっているなど、一定の成果があ

るとの答弁があり、順調なスタートに安心したと

ころでございます。 

 今年の１月には、モデル校として先行して運用

を開始した小学校を会派で視察もさせていただき

ましたけども、子どもたちが慣れた手つきで入力

しており、取組状況も確認させていただいたとこ

ろでございます。 

 今回、アプリを使い始めてちょうど１年がたち

ましたので、その後、実際はどのような状況で

あったのか。また、現在の成果や課題等について

はどのような認識をしているのか、具体的な取組

内容について伺いたいと思います。 

 そこで、最初の質問ですけども、今年度の各学

校における心の健康観察アプリの取組状況につい

てお伺いいたします。 

●喜多山児童生徒担当部長  心の健康観察アプ

リの取組状況についてでございますが、１人１台

端末を利用した心の健康観察アプリについては、

令和６年度は５月から、各学校において、事前の

研修や試験的な導入を経まして、令和６年９月か

ら全ての市立学校において本格的な取組を開始し

たところでございます。 

 令和７年度についても引き続き同じアプリを利

用することとし、現在、全ての児童生徒が心と体

の健康状態をそれぞれ日々入力しているところで

ございます。 

 日々の入力時に悩みや不安があるときには、相

談したい教職員のボタンを押して相談を申し込め

るようになっているなど、各校において、アプリ

を積極的に活用した教育相談に取り組んでいると

ころでございます。 

●熊谷誠一委員  各学校において環境が整えら

れ、年度初めから児童生徒の悩みや困りを早い段

階で把握しようとする、そういった体制づくりが

進んでいることは理解させていただきました。 

 その各学校で整えた環境、体制づくりが、確実

に子どものＳＯＳを拾い上げ、実際に児童生徒の

困りや悩みが解消されているのかが重要でござい

ます。 

 そこで、次の質問でございますけども、心の健

康観察アプリの効果についてどのように認識され

ているのか、お伺いいたします。 

●喜多山児童生徒担当部長  心の健康観察アプ

リの効果についてでございますが、児童生徒に

とっては、毎日の心と体の状態の変化が折れ線グ

ラフになって表れることから、自分の健康につい

て客観視できるよさを感じているところでござい

ます。 

 また、悩みや不安の相談先については、担任や

学年教師のみならず、スクールカウンセラー、養

護教諭など、多様な相談先を各校で設定してお

り、児童生徒が困りや悩みに合った相談先を選択

できるようになってきているところです。 

 教職員にとっては、不調の入力が続いている児

童生徒が管理用画面に表示されることで、表面的

には現れづらい心の状態を可視化することがで

き、悩みや不安の早期発見につながっているとの

ことです。 

 アプリを活用することで、児童生徒の心の不調

に早期に気づき、児童生徒へのきめ細かな配慮や

速やかな教育相談につなげることができ、不安や

悩みの解消や、いじめの未然防止にもつながって

いるところでございます。 

●熊谷誠一委員  アプリの使用で子どもや教員

にも一定の成果が現れつつあるということについ

て理解いたしました。 

 一方で、私のところには、児童生徒の登校が少

し遅れたときなど、心と体の健康状況を入力する

ことができなかった日があったという声も聞こえ

てきているところでございます。 

 子どもが日々、心と体の状態を振り返ることの

重要性を考えると、長期休業中なども使用できる
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ようになるとよいのではないかとも考えるところ

でございます。 

 そこで、質問ですけども、今後どのようなアプ

リの活用を目指していくのか、お伺いいたしま

す。 

●喜多山児童生徒担当部長  今後の心の健康観

察アプリの活用についてでございますが、長期休

業中におきましてもアプリを継続して使用するこ

とや、不登校傾向のある児童生徒が家庭等で使用

することについては、自身の健康について自覚し

たり、学校とつながったりする上で効果があるも

のと認識しております。 

 しかしながら、家庭での利用については、各家

庭の通信環境が異なることなどから、全ての児童

生徒が一斉に取り組むことには課題があるものと

考えております。 

 現在、悩みやいじめに関するアンケート調査も

本アプリを活用して実施しておりまして、早期の

集計に生かすとともに、各学校の実態に応じて、

実施時期や回数を工夫できるようにしているとこ

ろでございます。 

 今後も、より一層アプリを効果的に活用しなが

ら、悩みやいじめを早期に発見し、組織的な対応

につなげることで、児童生徒が安心して学校生活

を送ることができるよう努めてまいります。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございました。長

期休業中など、そういった児童生徒が家庭で使え

る、そういった取組もぜひ進めていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 先ほど、質疑内で触れましたけども、学校や教

員によってアプリへの入力に温度差があるよう

に、私自身、感じております。私の聞いた限りで

ございますけども、教師が毎日、生徒全員が入力

していることを確認し、今日は時間どおりに皆さ

ん入力できましたなどと言って生徒たちに入力状

況を共有するなど、しっかりと取組を進めている

ところもございました。 

 一方では、今年に入って６回しか入力していな

い教室もあるとのことで、詳しく聞いてみると、

８時15分に玄関が開きまして、その後10分以内に

準備をして、トイレに行って、手を洗って、そし

て日々の取組である宿題の丸つけをして等々する

と、８時25分になってしまいますと。それからす

ぐに朝活、学活が始まるそうでございまして、入

力の時間が取れない。教師も入力の時間を取らな

いとのことでしたと。保護者が気になって、子ど

もが最近入力していないみたいですと教員に尋ね

たところ、何かあったら教員に言ってきてくれる

のでうちは大丈夫ですと、そういった趣旨の返答

があったとのことでした。 

 これは、ごくまれなことかもしれませんけど

も、生徒からの相談を教員が１人で抱え込んでし

まい対応が遅れた事案などが教訓になっているの

か、危惧するところでございます。 

 健康観察アプリの導入の意義を、しっかり折に

触れて関係者にご確認いただくことをここで求め

ておきます。 

 この心の健康観察アプリについては、タブレッ

ト端末などの利用に慣れた今の子どもたちにとて

も適しており、全国的にも同じようなアプリを使

用する自治体が増えてきていると聞いておりま

す。 

 本市においても、アプリを利用することで、も

ちろん安心するのではなく、子どもを救うことに

なっているのか、引き続きアプリの効果的な利用

について検証していただくことを要望して、この

質問を終わらせていただきます。 

 次に、メタバースを活用した不登校支援につい

てお伺いいたします。 

 本年の予算特別委員会において、メタバースを

活用した学習支援の現状と充実について伺ったと

ころ、民間事業者との連携により、子どもが学び

たい内容を学年問わずに学ぶことができる授業形

式の学習支援も試験的に取り入れ、学習について

の困りや疑問を解決できるようにする旨の答弁が

あったところでございます。 

 そこで、質問ですけども、メタバースを活用し

た今年度の学習支援についてお伺いいたします。 
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●喜多山児童生徒担当部長  教育支援センター

におきますメタバースを活用した今年度の学習支

援についてでございますけれども、今年度、メタ

バースを活用した学習支援を利用している児童生

徒は、現時点で昨年度同時期の約３倍の90名に達

しておりまして、１日当たりの利用者も昨年度か

ら倍増の20名程度となっているところでございま

す。 

 メタバースで支援を受けている児童生徒の中に

は、欠席の長期化により学習が積み上がっておら

ず、学習への意欲が低下していたり、教科によっ

ては学び直しが必要だったりする児童生徒も見ら

れる状況がございます。 

 そのため、子どもの学習に対する興味や関心を

引き出すことを狙いとして、英会話を活用した交

流活動や、ゲストティーチャーによるオンライン

での理科実験教室などを実施し、学年を問わずに

気軽に参加できる取組を行ってきたところでござ

います。また、今年度から民間事業者と連携しま

して、中学生を対象として、小学校算数の学び直

しも含めた内容で、授業形式でのオンライン学習

支援を試験的に実施しております。受講している

生徒の中には、基礎的な学習に立ち返り理解を深

めたことで、学校からの学習課題や１人１台端末

の学習アプリ等にも進んで取り組み始めるなど、

学習に対する意欲を高める様子も見られていると

ころでございます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございました。私

自身も３か月ほど入院した経験があり、そこから

皆さんに追いつくには非常に大変な思いをした経

験もございますので、そういった学び直しができ

るということは、大変すばらしい取組として評価

させていただきたいと思います。 

 また、理科実験教室等の実施とともに民間事業

者を活用するなどして、子どもが学び直しを含め

て取り組むことができていると、そういったこと

に対しても評価させていただきたいと思います。 

 メタバースにおいては、これまで教育支援セン

ター等の施設での支援につながることができな

かった児童生徒を主な対象としており、自宅から

参加できる学習支援については親和性が高いもの

と捉えております。 

 しかしながら、メタバースでの取組は個別の学

習支援に限られており、不登校状況の改善にはつ

ながらないのではないかとの声を耳にするところ

でもございます。 

 私自身は、メタバースでの支援はそのような狭

いものではなく、支援の在り方を工夫すること

で、長期間にわたって学校に登校することができ

ずにつらい思いをしている子どもたちの状況の改

善につながるものではないかと考えているところ

でございます。 

 そこで、質問ですけども、メタバースでの支援

による発展的な効果についてお伺いいたします。 

●喜多山児童生徒担当部長  メタバースでの支

援による発展的な効果についてでございますが、

昨年度、交通資料館、青少年科学館、円山動物園

等の協力を得まして、メタバースを活用したオン

ライン現地学習を実施したところ、後日、家族で

実際に施設を訪問するなど、学ぶ意欲を高める児

童も把握しているところでございます。 

 今年度は、円山動物園の協力によりまして、オ

ンラインで事前学習をした後、実際に動物園を訪

問するリアル現地学習を実施いたしました。 

 当初、対面でのコミュニケーションが伴うこと

など、不安を口にする様子もありましたけれど

も、日頃から支援に携わっている支援員が同行す

ることで、児童生徒の参加につながりまして、ま

た実施してほしいとの声を聞いているところでご

ざいます。 

 これらの取組は、不登校の児童生徒が他者との

コミュニケーションについて自信を深めるととも

に、実社会への関心を高めるなど、個々の学習の

積み上げ以外の副次的な効果にもなっていると捉

えているところでございます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。メタ

バースによる支援を活用した子どもたちが、オン

ラインでの現地学習で、また、さらには円山動物
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園を実際に訪問して現地での体験的な学習をする

ことができたことにより、他者とのコミュニケー

ションへの自信を深めるとともに、子どもが実社

会への関心を高めるなど、発展的な効果が現れて

きていることについて理解いたしました。 

 オンラインからリアルにつながるということ

で、非常に大切な取組を推進していただいている

ということで、ここに関しても評価させていただ

きたいと思います。 

 要望でございますけども、メタバースでの支援

を受けている子どもの中には、不登校の期間が長

くなっていたり、場合によっては自宅から出るこ

とも難しくなっていたりする子どももいるとのこ

とでございます。 

 今回、メタバースを活用した支援がきっかけと

なり、オンラインでの現地学習や、さらには実際

に施設を訪問する現地学習に参加できたことは、

このような難しい状況に置かれた子どもたちに

とって非常に大きな一歩でございます。 

 文部科学省の示す不登校児童生徒の支援は、学

校に登校するという結果のみを目標とするのでは

なく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社

会的に自立することを目指す必要がある、その支

援の基本的な考え方にもつながる取組であると感

じているところでございます。 

 メタバースを活用した不登校児童生徒への支援

については、今後、一層大きな役割を果たすこと

にもなるものと思い、ここ数年、質疑を重ねてま

いりましたけども、実際にこのような大きな効果

が出ていることを大変うれしく感じているところ

もございます。 

 メタバースの取組については、これまでの試行

実施を通してノウハウを蓄えてきたことと思いま

すけども、今後、不登校児童生徒のニーズに一層

応えていくためには、アカウント数を増加すると

ともに、支援できる児童生徒の増加に対応すべ

く、柔軟に支援できる支援員の増員が必要不可欠

であると思います。 

 そのような支援体制の拡充を図った上で、不登

校児童生徒が、学校と同様に毎日利用することが

できるよう、週５日支援できる本格実施とするよ

う強く要望いたしまして、この質問を終わらせて

いただきます。 

 最後に、安全・安心な教育環境についてお伺い

いたします。 

 初めに、他の政令市におけるカメラの設置状況

と本市の現状についてお伺いいたします。 

 これまで、我が会派では、前川議員、森山議員

とともに、私自身も熊本市を訪れ、校内へのカメ

ラの設置議論の現状を伺い意見交換させていただ

いたり、東京都で最新カメラの販売、設置を手が

けている民間企業を訪れ最新技術の視察をするな

ど、調査を重ねてきたところでございます。 

 さきの第２回定例市議会の代表質問において、

我が会派から、児童生徒、教職員の安全・安心

や、健やかな育みを推進するため、校舎内へのカ

メラ設置の議論を開始すべきとの質問に対し、教

育長からは、国や他の自治体の動向や児童生徒、

保護者、教職員の意見も踏まえながら、学校の安

全・安心な教育環境を整備してまいりたいとの答

弁があったところでございます。 

 その後、札幌市外の学校では、教師による盗撮

という教育現場への信頼を著しく損なう事件が発

生、10名ほどの盗撮グループのうち、これまで６

名は逮捕されたと伺っておりますけども、残りの

教員は今日もどこかで教鞭を執っている可能性も

あることから、多くの保護者や子どもたちが不安

に感じながら過ごしているとのお声を多くいただ

いているところでもございます。 

 また、答弁の根拠の一つとされていた他都市の

動向を見ても、一部の市では校舎内へのカメラ設

置を決定するなど、議論が本格化しております。 

 そこで、質問ですけども、他の政令市における

カメラの設置状況と本市の現状についてお伺いい

たします。 

●木戸学校支援担当部長  他の政令市における

カメラの設置状況と本市の現状についてのご質問

でございます。 
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 本年６月に学校敷地内へのカメラの設置状況を

他の政令市に調査したところ、校門や玄関などに

カメラを設置しているものの、教室などには設置

されていないことを確認したところでございま

す。 

 本市におきましては、今年７月に行った調査

で、市立学校310校のうち、67校の玄関等にカメ

ラを設置しており、他の政令市と同様に、教室な

どには設置していないことが確認できたところで

ございます。 

●熊谷誠一委員  他の政令市におけるカメラの

設置状況と本市の状況については理解いたしまし

た。 

 しかしながら、今年５月に、東京・立川市の小

学校に男たちが侵入し暴れた事件などが起きてい

ることから、防犯対策の必要性が急激に高まって

きていると感じるところでもございます。 

 また、今年６月に、他の自治体において教員に

よる盗撮事件が起きたため、カメラ設置に対する

保護者の受け止め方も変わってきていると感じる

ところでもございます。 

 そこで、質問ですけども、具体的にどのような

目的で設置されており、各学校からは校舎内外へ

のカメラ設置の必要性についてどのような意見が

挙がっているのか、お伺いいたします。 

●木戸学校支援担当部長  本市におけるカメラ

の設置目的と各学校からの意見についてでござい

ます。 

 本市におけるカメラの設置目的は、主に不審者

の侵入を抑止し、児童生徒や教職員の安全を確保

することを目的としております。 

 各学校からは、玄関などへのカメラの設置につ

いては必要性を認めているものの、教室などへの

設置については慎重な意見が多く寄せられたとこ

ろでございます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。札幌

市の市立学校におけるカメラの設置目的や、学校

からの要望、意見などについては理解いたしまし

たけども、子どもたちの安全・安心な環境を整備

するという点においては、十分な設置状況とは言

えないと考えます。 

 カメラの設置については、継続的に取り組み、

安全・安心な環境を維持するべきと申し上げてお

きたいと思います。 

 特に、教室内の見守りを目的としたカメラの設

置については、よく言われるプライバシーや子ど

もたちの心情への配慮から、丁寧な議論が必要で

あるのは言うまでもございませんけども、こうし

た盗撮事件以来、私の下には校内へのカメラの設

置に前向きなご意見が多数寄せられています。そ

うしたお声を教育委員会はどのように捉えている

のか。 

 第２回定例市議会代表質問での答弁にあったよ

うに、児童生徒、保護者の意見を確認するべきだ

と申し上げておきます。 

 それと並行して、喫緊の対策としてできること

をやっていく姿勢も必要でございます。 

 先般、北海道教育委員会が、学校での盗撮被害

を未然に防ぐため、カメラ探知機を導入するとの

報道もございました。 

 子どもたちの安全・安心を脅かす喫緊の課題へ

の対策は、迅速に取るべきだと考えます。 

 そこで、質問ですけども、盗撮カメラを使った

犯罪を未然に防止する取組をどのように進めてい

くのか、お伺いいたします。 

●木戸学校支援担当部長  盗撮カメラを使った

犯罪を未然に防止する取組についてでございま

す。 

 学校内における盗撮行為は、子どもたちの心身

を深く傷つけ、学校の安全・安心を根底から揺る

がす許されない行為であると認識しております。 

 こうした行為の根絶に向けましては、教員一人

一人の人間尊重の意識を向上させる取組が不可欠

であるため、研修等の充実を図ってまいりたいと

考えております。 

 加えて、盗撮カメラ探知機を早期に導入するな

ど、学校の安全・安心な教育環境を整備してまい

りたいと考えております。 
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●熊谷誠一委員  ありがとうございました。３

点、要望を述べさせていただきたいと思います。 

 １点目は、このたびの盗撮事件を受けたカメラ

の設置に関しての私自身の肌感覚として、雰囲

気、またフェーズは確実に変わったものと感じて

いるところでございます。 

 先ほど、学校からの声は伺っているとの声でご

ざいましたけども、プライバシーの心配をされて

いる、当事者である児童生徒の声、学校に送り出

す保護者の声、意見をしっかり聞いて調査をして

いただくよう求めておきます。 

 ２点目は、これまで盗撮用のカメラが設置され

ていないか緊急点検を行ってきたことは承知して

おります。先ほど答弁でもございましたけども、

この盗撮カメラの探知機、これは早急に導入して

いただいて、各学校で取組を進めていただけるよ

う、こちらも要望させていただきたいと思いま

す。 

 ３点目、教育現場での撮影に対する雰囲気が、

今回の盗撮事件により少なからず変わったものと

思います。 

 例えば運動会、学習発表会、参観日にも、保護

者が子どもにカメラを向けることができなくなる

のでは。よしとしても、カメラを向けにくいとの

心配のお声もいただいております。 

 こうした心配に丁寧に対応していただけるよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

 最後に、子どもたちの安全・安心な教育環境を

守るため、全力で取組を進めていただくことを心

からお願い申し上げ、全ての質問を終わらせてい

ただきます。 

●小形香織委員  私は、不登校児童生徒の状況

と、その対応について質問したいと思います。 

 文部科学省が毎年実施している児童生徒の問題

行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査、これの令和５年度によりますと、全国の不登

校児童は11年連続で増加している。特に新型コロ

ナウイルス蔓延後の2020年以降の伸びが大きく

なっており、小学校で13万370人、中学校で21万

6,112人、合わせて34万6,482人という結果が出さ

れております。 

 このデータにおける札幌市内の不登校児童生徒

は、2022年度は小学生1,489人、中学生3,347人

で、2023年度は小学生1,801人、中学生3,914人と

増加傾向で、2019年度からの５年間で２倍程度と

なっております。 

 さきの文科省の調査結果を見ますと、不登校の

児童生徒のうち、教育支援センターや病院、児童

相談所など、学校外の機関で専門的な相談や指導

を受けた児童生徒の割合は33.9％、また、学校内

で養護教諭やスクールカウンセラー等からの専門

的な指導を受けた児童生徒の割合は43.8％で、多

くの不登校児童生徒が何らかの指導や支援を受け

ていることが明らかになっております。 

 不登校と一言で言いましても、学校には行ける

けれども教室に入れない子、それから、学校には

行けないけれどもスポーツ少年団や習い事には参

加できる子など、状態も様々で、背景には、いじ

めや友人関係、学業の不振、家庭での親子関係な

どが絡み合っており、それを大人に十分に伝えら

れないことが不登校となって現れていることか

ら、一人一人に向き合ったきめ細かい対応が求め

られていると考えております。 

 本市では、これまで別室だとか心の教室などと

呼ばれてきた校内の教育支援センターを全ての小

中学校の中に設置し、学校には行けるけれども教

室に入れない、不登校ぎみなど、心配のある子ど

もたちをできるだけ早い段階から支援する取組を

しておられます。 

 そして同時に、学校外では、教育支援センター

を、不登校の子どもたちを支援する場所として設

置してきたところだと承知をしております。 

 先ほども、不登校の児童生徒への学習支援に関

しての質疑がございましたけれども、教育委員会

が学校外に設置している教育支援センターの設置

状況、あるいは支援の内容について、まず伺いた

いと思います。 

●喜多山児童生徒担当部長  学校外におけます
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教育支援センターの設置状況と支援内容について

のご質問でございました。 

 教育支援センターは市内６区に設置をいたしま

すとともに、施設のない４区には、アウトリーチ

型の支援でありますサテライトを設置しておりま

す。 

 さらに、メタバースを活用したオンラインコー

スも試験的に開設しているところでございます。

昨年度は、サテライトやオンラインコースも含め

まして、約400名の児童生徒が教育支援センター

を利用しており、自学自習を中心とした学習支援

とともに、コミュニケーション活動として、軽い

運動やカードゲーム等も行っているところでござ

います。 

●小形香織委員  学校に行けない子どもが学校

ではないところでということで、現在市内で設置

されている状況などを答弁いただきましたけれど

も、やはりそういうところで、運動だとかゲーム

だとか、そうしたことも含めて、大人と一緒に接

する中で、自分に関わってくれる人、自分に関心

を持ってくれる人がいるというのは、やはり不登

校になる子どもたちには非常に大事だと思うんで

すね。不安や悩みがあって、それを話したいんだ

けれども、それを話すということは、その周りの

大人に話しても大丈夫なんだという、その信頼で

きる関係になるかというところが子どもにとって

は非常にデリケートな部分で、それを、その学習

だけでなく運動なども含めて自分を表現してい

く。その表現したことによって、それを見た大人

の人たちが声をかけてくれる。こういうやり取り

の中で少しずつ、信頼していい大人がいるんだ

な、そしてそのことから自立していこうかなとい

う方向に向いていく、こういう大事なプロセスを

つくる場所だろうというふうに思っております。 

 さきの文科省の調査では、不登校児童生徒につ

いて把握した事実として、学校生活に対してやる

気が出ないなどの相談があったというのが32.2％

と最も多く、続いて、不安あるいは抑うつの相談

があったというのが23.1％、そして、生活リズム

の不調に関する相談があった、これが23.0％など

となっております。 

 これらは、学習とはまた別に、子ども本人の健

康の状態、あるいは、その健康であるための日常

の生活リズムの確立などとも関わり、そういう点

では、家庭の状況をよくつかむ、そのために保護

者との連携をすること、あるいは、その子どもが

抱える不安や悩みを学校以外の様子から把握す

る、こういうこともまた大事だと考えておりま

す。 

 それから、この調査の中では、学業の不振や頻

繁な宿題の未提出が見られたということも把握さ

れており、教育支援センターでの取組について、

学校の教職員との情報共有を図ることや、あるい

は、不登校児童の出席や、それを学校評価につな

げていける、こういうことも適切な支援を進める

上では非常に重要だと考えております。 

 そこで、教育支援センターと保護者、あるいは

学校との連携、これらがどのような状況になって

いるのか、伺いたいと思います。 

●喜多山児童生徒担当部長  教育支援センター

と保護者や学校との連携についてのご質問でござ

いました。 

 保護者との連携につきましては、児童生徒、保

護者、支援センターの支援員の三者面談により、

これまでの困りや不登校の経緯等とともに、本人

の思いや願いを確認し三者で共有しているところ

でございます。 

 児童生徒の困りや悩み、思い等については、時

間の経過とともに変化していくことがあるため、

保護者との面談を年２回程度行い、児童生徒の心

的な変容と成長等について共有しているところで

す。 

 学校との連携につきましては、教育支援セン

ターから毎月の通所状況を報告するとともに、学

校の担任と面談をするなどして、児童生徒の様子

を共有しております。 

 学校におきましては、教育支援センターとの連

携を踏まえまして、出席としての取扱いをすると
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ともに、一人一人の学習状況を把握し、適切な支

援を通して適切な評価につなげるよう努めている

ところでございます。 

●小形香織委員  学校に行けないというとき

に、本当に、そうはいっても自分は行かなきゃい

けないという気持ちは当然あるわけで、そのとき

に出席の取扱いをどうするかということも含め

て、こういう学習をしている、こういう人との関

わり合いが深まったということを、その子と、そ

して当該の在籍する学校、あるいは保護者と面談

を繰り返すというのは非常に大事なことだと思い

ますので、学校外である教育支援センターという

のは非常に役割として大事なところだというふう

に、改めて答弁をお聞きして感じているところで

す。 

 最初の質問をしたときに、利用者は今、大体

400名程度が教育支援センターを利用していると

いうことでありました。先ほどの文科省の調査を

単純に当てはめると、文科省の全国の調査でいき

ますと、学校外での教育支援センターなどでの支

援を受けた、相談を受けたという児童生徒は

33.9％という全国結果が出ているわけですね。 

 それで、本市の不登校児童生徒というのは

5,715人ですから、そのうちのまだ33.9％、その

平均に及ぶかどうかということが問題なのではな

いと思いますけれども、しかし、まだまだ、利用

する、したいニーズを掘り起こしていくというこ

とは必要なのではないかというふうに考えており

ます。 

 また、我が子が何となく覇気がなかったり、学

校を行き渋るような姿を見て、いらいらしたり不

安になるなど、対応に悩む親も、学校に相談する

ということを非常にためらうというケースもあり

ますし、相談した結果、こうした教育支援セン

ター、学校外にもあるんだということを知らない

という場合も、まだ多くあるのではないかと考え

ております。 

 本市では、昨年度から10年間の第２期教育振興

基本計画と、その具体化である前期アクションプ

ランがスタートしております。そこには、誰もが

安心して学びに向かうことができる支援の充実が

掲げられており、教育支援センターの充実につい

ても位置づけられております。教育支援センター

を活用することで、学校との連携が図られ、進路

選択の幅も広がっていくということになれば、非

常に大きな支えとなると思いますので、より多く

の不登校児童に利用してもらえるようにすること

も大事だと考えます。 

 そこで、この教育支援センターの利用促進につ

いてどのように取り組まれるのか、伺いたいと思

います。 

●喜多山児童生徒担当部長  教育支援センター

の利用促進についてのご質問でございます。 

 今年度、各小中学校の学校だよりやホームペー

ジ等におきまして、教育支援センターの紹介を含

む本市の不登校施策についてのリーフレットを掲

載しまして、在籍している全家庭を対象に、教育

支援センターについて周知をしたところでござい

ます。 

 また、この11月には、交通機関等による利用者

の利便性向上に向けまして、教育支援センター伏

見を旧中央区民センターの建物に移転することと

しておりまして、今後とも、より多くの児童生徒

が支援を受けられるように取り組んでまいりま

す。 

●小形香織委員  まだいろいろと工夫をされて

周知も図っておられるということでありました。 

 本当に、不登校になった子どもたちのいろんな

心境を考えますと、やっぱり言いたくても言えな

い、だから学校に行かないということが一つのＳ

ＯＳのサインなんだろうという、ここをしっかり

受け止める必要があると思います。 

 ６か所のセンターと４か所のサテライトという

んですかね、そういうもので今、取り組まれてお

られますが、それが十分なのかどうか。さらなる

利用をどうやって図るかということなど、改め

て、それ以外の場所についても検討していただけ

ればと思います。 
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 文科省の調査では、小学生の不登校児童で

46.1％が、中学生では58％が、前年度から不登校

状態が継続しているという結果でありますので、

やはり、不登校ぎみの児童生徒の変化をきめ細か

くつかみながら相談や支援をぜひ続けていただけ

ますよう求めまして、私の質問を終わりたいと思

います。 

●荒井勇雄委員  私からは、来年の法改正を踏

まえ、共同親権の教育委員会の対応についてお伺

いをさせていただきます。 

 質問に当たる前に、ちょっと２点、本件に関わ

る事例がありましたので、述べさせていただいて

から質問をさせていただきたいと思います。 

 昨年５月に、実子誘拐問題について被害に遭わ

れた方々の、渋谷でオレンジパレードというもの

がありました。 

 そこで私、被害に遭われた方々の、日本の方々

及び海外の当事者の方々を踏まえまして、街頭で

演説をさせていただいたんですけども、その演説

を見た被害に遭われた方々から、先週一緒にずっ

とこの活動を通して普及啓発活動をしていたんで

すけれども、その方の娘さん２人と長男の方が連

れ去られまして、学校側で、学校行事にぜひ参加

させてくださいということを再三、広島市の教育

委員会に訴えていたんですけども、広島市としま

しては、お父さんをずっと排除し過ぎまして、そ

の結果、娘さんがちょっとご病気で亡くなられた

という事案がありました。死後２か月近くたって

から、相手の弁護士から伝えられたそうで、大変

悲しんでおりまして、私も大変重く捉えた件であ

ります。 

 また、昨日、またこれは別なところ、群馬県の

高崎市教育委員会の事例なんですけども、オース

トラリアの男性が、同じくオーストラリアから子

どもが連れ去られて、高崎市で子どもさんが学校

行事に参加されているということが分かりまし

た。ぜひ参加させてくださいということで、学校

及び教育委員会にも申立てをしたんですけども、

教育委員会としましては、群馬県では迷惑防止条

例というものがあります。その結果、あなたは迷

惑なので学校から出ていってくださいということ

ですね。それはおかしいだろうということで、再

三やり取りをしたんですけども、昨日、逮捕され

たということでございます。 

 迷惑防止条例ということで、実の親を排除する

ということで、本当にこれは適切にかなっている

のかというのが大変考えさせる件なんですけど

も、また、同じ高崎市教育委員会で、別の親御さ

んの件で、連れ去られた、今度は実の親ではな

く、祖父と祖母も孫の学校行事に参加したい、卒

業式が見たい、運動会が見たいんですけど、ぜひ

参加させてくださいと。またこれは、高崎市教育

委員会は迷惑防止条例で、このおじいちゃん、お

ばあちゃんも学校行事から排除されたと。今度来

たら、迷惑防止条例違反で、警察を呼んであなた

方を逮捕します。そこまで言ったそうです。こち

らに関しまして、諸外国から叩かれているよう

に、完全な、これはまず外国人差別を行う典型的

な例だと思います。憲法14条に照らし合わせまし

て、法の下の平等、24条の両性の本質的平等、ま

た、令和５年度（ネ）3026号で、東京高裁で判決

が出ましたが、憲法13条に係る、こちらの人格権

からなる自然的親子権を侵害する憲法違反であ

り、札幌市であれば共生条例違反に該当する最た

るものだと思います。 

 このような観点から、子どもの権利、人権侵害

及び人種差別を行う教育委員会は学校教育に携わ

るべきではないと考えますし、実子誘拐問題は、

度々申し上げておりますが、拉致問題と同等に扱

われており、国会でも問題であると再三指摘をさ

れているにもかかわらず、このような非人道的行

い、人の命を結果的にあやめてしまった両教育機

関に遺憾の意を表明させていただきたいと思いま

す。 

 また、札幌市も、前回も述べさせていただきま

したが、ＧＸ金融構想を標榜し、インターナショ

ナルスクールの開校も取り組んでおります。ぜ

ひ、こういった事案がないように、札幌市教育委
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員会としては同様の事案がないように配慮すべき

事案であると、改めまして、改善していただきた

い、このような事案がないように、前につなげて

いただきたいと思いまして、質問に移らせていた

だきます。 

 今申し上げた結果、学校行事に関しての見解に

ついて質問させていただきます。 

 来年５月までの改正民法の施行を踏まえ法務省

から発表されたＱ＆Ａの日常行為と学習指導要

領、こちらに記載されている学校行事の定義に関

しまして確認をさせていただきたいと思います。 

 運動会、卒業式などの学校行事は、今回法務省

から発表されたＱ＆Ａの説明として日常行為であ

るとの記載があります。また、学習指導要領の

119ページ、特別活動編については、こちら、学

校行事については非日常的だというふうな表現が

あります。こちらの二つの差異について、当事者

から疑問の声が上がっております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 本件に関しまして、法務省から発表されたＱ＆

Ａと日常行為の学習指導要領の学校行事の定義に

関しまして、札幌市としての見解をお伺いいたし

ます。 

●佐藤学校教育部長  学校行事に関する見解に

ついてお答えいたします。 

 新しい民法に関して、法務省のＱ＆Ａでは、監

護及び教育に関する日常の行為に該当するものの

例として学校行事を示しておりまして、教育委員

会としても同様の認識でございます。 

 なお、文部科学省が発行しております学習指導

要領の解説には、体験的な活動は、ともすると単

調になりがちな学校生活に非日常的な秩序と変化

を与えると示されておりますとおり、学校行事に

おける体験的な活動が子どもの学習等にリズムと

変化を与える非日常的な性質を有するということ

を解説したものであるというふうに理解しており

ます。 

●荒井勇雄委員  ご答弁ありがとうございま

す。しかしながら、今のちょっとご答弁を聞いて

いても、なかなかよく分からないというか、こ

れ、本当に施行後、学校側は対応できるのかなと

いうのは甚だ疑問が湧く限りだなというのが率直

な感想ですね。 

 これで実際に今、法改正前に、各教育機関、全

国でも180度違う例が、先ほど広島市の教育委員

会や高崎市の例、悪い例を挙げましたら、例えば

網走市や岐阜県のとある市では、やはりこれは憲

法違反だし、人権尊重の義務の観点から別居親は

排除すべきではないということで、そのような周

知を学校に徹底しますといった例がありまして、

これ、札幌市教育委員会としては国の問題なので

なかなか厳しいとは思うんですけども、やっぱり

分かりやすい周知啓発が必要なんだろうなという

ふうに考えております。 

 そこでなんですけども、別居親に対する配慮に

ついて、次にお伺いしたいと思います。 

 そこで、私の３月18日の予算特別委員会で、教

育委員会の質疑を基に、５月15日の参議院法務委

員会で嘉田由紀子委員が私の原稿を使ってそのま

ま国会で質疑をしていただきました。 

 学校側は、別居親の非親権者を差別することは

国家賠償請求となるリスクに当たるんじゃないか

というような、このような質疑をしていただいた

ところ、文科省の日向学習審議官からのご答弁と

しまして、当然に学校現場において訴訟リスクを

抱えることは避けるべきであり、当事者等から適

切な情報を学校に提供していただいた上で対応す

ることが大切であるというようなご答弁がありま

した。 

 つまり、別居親が差別を受けたと感じない対応

こそが、訴訟リスクを軽減できるものと捉えま

す。 

 その根拠となるのは、学校側からの情報提供に

ついて、同居親及び別居親に対して情報の非対称

性を少なくしていく必要があると考えます。 

 また、先般の10月23日に私が行いました子ども

未来局からの回答としまして、改正民法の趣旨を

踏まえて、夫婦間の協力尊重義務について、保育
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園側及び同居親にも周知していくものとのご答弁

がありました。 

 しかしながら、こういった文科省の方針があり

ながらも、札幌市内の現状では、別居親当事者よ

り、いまだに学校側から、同居親の合意があれば

といった形で同居親との格差を学校側が設けてい

るのを、複数の当事者から訴えと怒りの声が上

がっているのが事実であります。 

 そこで、お伺いいたします。 

 別居親に対する配慮につきまして、文科省の答

弁を踏まえての教育委員会としての対応を伺いま

す。 

●佐藤学校教育部長  別居親に対する配慮につ

いてお答えいたします。 

 教育委員会といたしましては、同居親であれ別

居親であれ、情報提供する際には父母の申告等に

基づいて適切に判断する必要があるため、当事者

間の協議や協議結果などの情報を学校に提供して

いただいた上で、適切な配慮などの対応をしてい

くことが必要であると考えております。 

●荒井勇雄委員  ただいまのご答弁で大変重要

な点がありまして、父母の申告に基づいて適切に

判断する必要があると、ここ、父母なんですね。

こちらは、今回の改正民法の817条の12の２項、

こちらの協力尊重義務という、こちらを重きに置

いている回答だと思われます。こちらに関しまし

ては、ちょっと繰り返しになるんですけど、令和

５年(ネ)3026号、東京高裁の判決で、養育監護の

自由は国家が保障しなければならないというふう

に定義されました。この国家というのは、当然、

国会もそうですし、司法もそうですし、行政も関

わってくるものでございます。また、親権を支配

の道具にしてはいけませんというのは定義がされ

まして、ＤＶは支配であるというような見解が示

されました。この判決を踏まえて、国会でも、合

理的な理由なく同居親が学校行事を排除すること

は、繰り返しになりますが、協力尊重義務違反に

当たり、裁判において、親権停止及び親権喪失の

審判において、その違反内容が考慮される可能性

があるという鈴木馨祐大臣のご答弁もありますの

で、こちらを踏まえて、ぜひ札幌市としても重く

受け止めて、実際に現場で活用できるように、そ

こまで落とし込んでいただきたい。このように思

います。 

 次に、災害時の子どもの安否確認についてお伺

いしたいと思います。 

 2025年３月18日に衆議院法務委員会で行われ

た、小竹凱委員より、災害時の別居親への子ども

の安否確認についての質疑がありました。 

 江崎政府参考人から、実際に能登半島の震災の

ときに子どもの安否が取れなくなったということ

で、10日以上分からなかったということで、お父

さんは怖かったという娘さんのご答弁があって、

政府参考人は、同居親が別居親に子どもの安否を

お伝えしないことは人格尊重義務違反じゃないで

すかというような質疑だったんですけども、それ

に関して江崎政府参考人からは、当然それは尊重

義務違反に当たるというようなご答弁、こういっ

た趣旨があったんですけども、本市としまして、

同居親からの申出のみで実際に別居親の情報を削

除できること、また、実際に削除した事案を複数

件、市内で確認をしております。 

 そこで質問です。 

 改正民法の趣旨を踏まえ、今後、教育委員会と

して市内の幼稚園、学校に災害時、どのような対

策を取っていくのか、お伺いいたします。 

●佐藤学校教育部長  災害時の子どもの安否確

認等についてお答えいたします。 

 各学校の危機管理において、有事の際の保護者

への連絡方法、保護者、生徒等の一斉下校や引渡

し等の基準について、あらかじめ保護者と適切に

共通認識を図っておくことが重要であると認識し

ております。 

 本市においては、保護者等の連絡先を四つまで

登録できる情報共有アプリを導入しており、今後

も保護者から適切な情報を提供していただくこと

で、災害時においても有効に活用してまいりたい

と考えております。 
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●荒井勇雄委員  お答えいただきありがとうご

ざいます。この問題、実は横浜市でも大変多い事

案でございまして、横浜市で情報共有アプリ「す

ぐーる」というものを活用されまして、こちらの

「すぐーる」というアプリ、お父さん、お母さん

及びおじいちゃん、おばあちゃんも登録できるよ

うに、四つまでＩＤを入れ込むことができ、何か

あったら安否についてはアプリを通じて情報共有

ができるというような優れたアプリです。 

 こちらのアプリに関しまして、札幌市でも実際

にそちらを導入しておるというふうにお伺いして

おりますので、運用することで、教職員の負担を

軽減することができ、父母間だけでなく、祖父母

も孫の教育に携わることができます。 

 同居親が、別居親及び祖父母の情報を排除する

ことは、国会質疑でもあったとおり、今回の改正

民法817条違反であるということを指摘させてい

ただいた上で、現場での対応の徹底をお願いして

いただきたい、このように思います。 

 次に、別居親を排除する法的根拠についてお伺

いいたします。 

 10月23日、子ども未来局の質疑で、小職からＤ

Ｖ支援措置の悪用が全国で問題となっており、総

務大臣の公式発言を踏まえ、切迫の事情による措

置で支援措置は加害者認定するものでありません

との発言から事理明白ですが、ＤＶ事案について

は学校側が判断するものではないと考えます。Ｄ

Ｖと思われる事案については慎重な対応をすべき

ことは当たり前のことですが、一方で、虚偽で

あった場合、公教育機関が公に父母間の人格尊重

義務違反に加担することとなります。その上で、

先ほどの参議院法務委員会で、梅村みずほ委員か

ら総務大臣へ、教育現場での対応として、ＤＶ支

援措置の関係の有無について、関係ないというこ

とでよろしいでしょうかと。こういった確認をす

る意味での質疑がありました。 

 ＤＶ支援措置の申出は自己申告であり、推定無

罪の我が国においても推定有罪の制度であること

を、先般の繰り返しになりますが、10月17日のデ

ジタル戦略推進局の質疑でも指摘をさせていただ

きました。 

 そこで、質問させていただきます。 

 ＤＶを行ったと推定される方が子どもの学校行

事の参加を申し出た場合、学校が別居親を排除す

る法的根拠を教えてください。 

●佐藤学校教育部長  別居親に関してですけれ

ども、別居親が学校行事参加を申し入れた場合、 

まずは子どもの心身の健全な発達を図るため、子

どもの人格を尊重すること、父母が互いに人格を

尊重し協力することなどという改正民法の趣旨を

踏まえれば、別居親であるということのみをもっ

て学校行事への参加が不可能となるものではない

と認識しております。 

 ただし、ＤＶの疑いがあるケースなどで、父母

の協議が調わず学校行事の運営に混乱を来す可能

性が高いといった理由がある場合などには、学校

は学校管理の観点から行事参加を制限するといっ

た対応を取ることも法務省のＱ＆Ａに示されてい

るところでございます。 

 教育委員会といたしましては、個別具体の事案

に対して学校が適切に対応できるよう、民法等の

一部を改正する法律に係る解説資料について丁寧

に周知するとともに、個別の事案等に応じて助言

する、こういった支援をしてまいりたいと考えて

おります。 

●荒井勇雄委員  ありがとうございます。

ちょっとこれはもう私の完全な意見になるんです

けども、皆さん、やっぱりＤＶを行った方という

のはもう加害者認定されるというのは先ほど申し

上げたとおりなんですけども、なぜかＤＶを行っ

たと言われる方というのは、学校側の対応って何

か皆さん、池田小学校の惨殺な、凄惨な事件を踏

まえて、あの人は加害者だからみたいな、そうい

う扱いをされるというのが実情なんですね。 

 しかしながら、実際に相手側の自己申告で決

まってしまう中で、そういった方々は大半ではな

いというのが当事者の方々と接して分かるとおり

なんですけど、じゃあ、我が国はもう全てＤＶを
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行った方々を排除するというような方針をしてい

ましたが、じゃあ、諸外国はどうなのかと。 

 実際、諸外国ではＤＶを行ったという方々、子

どもの教育に関わりたいということであれば、当

然それがＤＶを行ったことが、もう次のおそれが

ないというのは当然なんですけど、そちらを確認

した上で、学校関係者及び警察の方が一緒につい

て、学校行事を見守ることを許可するといった対

応を、ヨーロッパでもアメリカでもオーストラリ

アでも踏まえて、諸外国でしているのが現状であ

ります。 

 すなわち、この対応というのは実際に、正直、

別居親の待遇というのは刑務所で法を犯した人間

以下の扱いを行っているというのが言えるんです

ね。実際に、刑務所であっても、例えば面会交流

ですとかというのは当然認められているんです

が、別居親というのは全く認めていないというの

が、この点を指摘させていただきたい。やはり人

権の観点から、やはりおかしいという点を私は指

摘をさせていただきたいと思います。 

 また、もう一つ、共同親権の反対事案につい

て、先日の子ども未来局で、私はいかに反対派の

意見が実は間違っていたのかということを、オー

ストラリアの論文を踏まえまして指摘をさせてい

ただきました。 

 諸外国で単独親権から共同親権に戻した部分

は、子どもの利益を最も優先にして考慮した結

果、共同親権にしたということを申し上げさせて

いただきたいと思います。母子優先の原則から、

子どもの利益を守るために共同親権になったので

あります。 

 この点は、なぜだか我が国で抜け落ちている点

なんですけど、文科省を含めて、教育委員会で、

子どもの最善の利益って一体何なんだろうかとい

うのを、これ、皆さん、子どもの最善の利益を求

めて我々は対応していますとおっしゃるんですけ

ども、結局、子どもの最善の利益ではなくて、同

居親の意向をもって判断しているというのが現実

なんですね。ここが、諸外国の法改正に当たって

の概念と我が国の法改正の概念の差異であるとい

うことを指摘させていただきます。 

 その上で、最後に要望を３点ほど申し上げまし

て私の質疑を終えさせていただきたい、このよう

に思います。 

 両親、父母の登録を、先ほども申し上げました

が、アプリでの登録を強く求めます。また、今回

の法務省から発表されたＱ＆Ａを、ぜひとも札幌

市の教育委員会のホームページで掲載をお願いし

たいと思います。実際に、学校側と親権者のトラ

ブルを避けるために、学校の先生方、各市立学

校、私立学校、学校を問わず常に確認できるよう

に行うためでも必要ではないかというふうに思い

ますので、こちらの掲載を重ねてお願いいたしま

す。また、何度も申し上げましたが、父母間の協

力尊重義務違反の例に当たると思われる例を、強

く明確に市内の教育機関に周知の徹底と、やはり

これもホームページの周知が求められると考えて

おります。 

 今回の改正民法766条の監護の分掌と、諸外国

による交代監護の例であるフレンドリーペアレン

トルールが導入されましたので、やはり先ほどの

繰り返しになりますが、協力尊重義務違反817条

の12の第２項ですね、こちらを分かりやすく、皆

さんが理解した上で、学校現場で対応できるよう

にというのが求められていることと存じますの

で、ぜひとも悲惨な、凄惨な例を繰り返さないた

めにも強く申し上げまして、私の質疑を終えさせ

ていただきます。ありがとうございます。 

●和田勝也委員  私からは２項目について質問

させていただきます。 

 まず、学校体育館のエアコンの整備についてで

す。 

 札幌市においては、学校施設のエアコンについ

て、普通教室等を対象とした段階的な整備を進め

ておりますが、今年の夏も札幌では例年以上に厳

しい暑さが続き、生徒、保護者からは、体育館に

も早くエアコンを入れてほしいという切実な声が

多数寄せられております。普通教室については、
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教育委員会が令和９年度までの整備を可能な限り

前倒しして進めておりますが、全国的に見れば、

札幌市は普通教室の整備で出遅れた経緯がござい

ます。だからこそ、体育館の冷房整備については

計画的に、そして平準化して早期に取り組むこと

が極めて重要だと考えます。 

 国においても、こうした両面からの重要性を踏

まえ、昨年末に空調設備整備臨時特例交付金を創

設しました。国はこの制度を通じて、令和17年度

までに全国の学校体育館等への冷房設置率95％を

目指すとしております。 

 実際、全国の設置率は、令和６年９月時点の

18.9％から、今年５月には22.7％へと上昇してお

り、全国的に整備が加速していることが明らかで

す。 

 一方で、北海道の設置率は依然として数％台に

とどまり、今こそスピード感を持って整備の道筋

を示すべき時期に来ていると思っております。 

 我が会派としても、学校体育館のエアコン整備

は、学校教育環境の充実のみならず、避難所機能

の強化の視点からも不可欠なものであると考えて

おり、令和７年、１定の代表質問において、整備

に向けた札幌市の考え方を質問したところ、整備

における課題の抽出、整理等を進めるという答弁

があったところであり、教育委員会では令和７年

３月から、体育館のエアコン整備に関する基本調

査業務を外部委託したと聞いております。 

 そこで質問ですが、基本調査業務の内容と、ど

のような結果が得られたのか、お伺いいたしま

す。 

●木戸学校支援担当部長  基本調査業務の内容

とその結果についてでございます。 

 今回実施した調査では、各学校の体育館の設備

の状況の確認のほか、必要な冷房能力、動力源の

整理及び整備コストの算出、民間事業者の参入意

向などを調査したところでございます。 

 想定する空調方式につきましては、札幌市では

既に暖房設備が体育館に設置されておりまして、

体育館の設備の状況や動力源によって整備できる

機器がある程度限定されるということが分かった

ところでございます。 

 また、整備コストに関しては、導入する設備や

動力源などに応じまして、１校当たり約5,000万

円から１億数千万円と価格に幅があるということ

が確認できたところでございます。 

 さらに、民間事業者のヒアリングでは、道外企

業を含め一定程度の参入意向はあるものの、地元

企業の人手不足等の課題もあることが確認できた

ところでございます。 

●和田勝也委員  次に、学校体育館の夏期にお

ける教育活動の実施状況や、体育の授業に与える

影響など、学校現場の実態把握について質問しま

す。 

 そこで、質問ですが、学校体育館の夏期におけ

る教育活動への影響についてどのように認識して

いるのか、お伺いいたします。 

●木戸学校支援担当部長  夏期における教育活

動への影響についてでございます。 

 今年の夏における学校体育館の室温・湿度につ

いて、モデル校を抽出し測定を行ったほか、学校

行事などの利用中止件数の全校調査を行ったとこ

ろでございます。 

 ７月７日から８月末までの調査期間中、最も高

い室温が34.2度、最高湿度の平均も約70％と高

く、厳重警戒の暑さ指数である28を超える日は、

室温と湿度から機械的に計算しますと15日間あっ

たと推察されております。 

 体育館で予定されていた授業や行事の中止は、

夏休み前の週が事例として最も多く、７月23日に

は全体の約７割で中止していたところでございま

す。 

 このように、学校教育に与える影響は非常に大

きいものと認識しております。 

●和田勝也委員  ７割近い学校で体育館の利用

を中止した日があったということは、教育活動へ

の影響が既に看過できない水準に達していること

を示しております。もはや、暑さ対策ではなく、

学びを守るための環境整備として捉えるべき段階
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に来ていると思います。 

 さらに、学校体育館は災害時の避難所として地

域住民の命を守る重要な施設でもあります。 

 整備の構造上、熱環境への配慮が十分とは言え

ず、避難所としての快適性・安全性に課題があり

ます。仮にこのままの状態で猛暑時に避難所の開

設に至る大災害が発生した場合は、避難した市民

が健康被害を訴えるなど、重大な２次災害につな

がるおそれがあると認識しております。 

 こうした観点から、学校体育館のエアコン整備

は児童生徒や教職員だけでなく、地域全体の安全

と安心を確保するための公共インフラ設備とし

て、早急に取り組むべき極めて重要な課題だと考

えております。 

 そこで質問ですが、学校体育館のエアコンの整

備の必要性についてどのように捉えているのか、

また、今後どのように取り組んでいくのか、お伺

いいたします。 

●木戸学校支援担当部長  学校体育館のエアコ

ン整備の必要性についてでございます。 

 基本調査業務や学校体育館の実態調査から、既

に学校現場に支障が生じていることや、来年度以

降も気温が上昇する可能性も踏まえまして、体育

館へエアコンを整備することは必要な取組だと認

識しております。 

 一方で、必要な機能や年間の整備料など、残さ

れた課題も多いことから、これらの課題を早急に

整理し、整備に向けた検討を進めてまいりたいと

考えております。 

●和田勝也委員  整備に向けた検討を進めてい

くというご答弁でございました。 

 学校体育館のエアコンの整備は、もはや快適性

の問題ではなく、子どもたちの健康と学び、そし

て、避難所においては市民の命を守るための安全

対策です。 

 国の空調設備整備臨時特例交付金は、令和15年

度までの時限措置であり、今後、全国的に整備需

要が集中すれば、設計施工の人材や資材の確保も

難しくなります。札幌市が後手に回れば、それだ

け整備コストの上昇や実施時期の遅れにつながる

おそれがあります。 

 また、国は断熱改修と空調整備を一体的に進め

ることで、長期的な電力コストを抑え持続可能な

施設運営を実現できるとしております。 

 こうしたライフサイクルコストの視点も踏ま

え、財政面、環境面、防災面の三位一体で、計画

的で何よりも早期の整備に着手していただくよう

強く求め、次の質問に移ります。 

 次に、中学校における部活動の地域展開につい

てお伺いをいたします。 

 さきの代表質問において、我が会派の藤田議員

から、今後、部活動の地域展開を進めるに当たっ

ての基本的な考え方について教育長に質問いたし

ました。教育長からは、部活動が市内の中学生に

とって重要なスポーツ・文化芸術活動の場である

のみならず、様々な教育的意義を有してきたこと

から、これまで部活動が果たしてきた教育的意義

を踏まえながら、スポーツ・文化芸術環境のさら

なる充実につながるような地域展開を進めていく

ことが重要であるとの答弁がございました。少子

化の進行に伴い、生徒数の減少によって、従来は

当たり前に存在していた部活動が維持できなく

なっているという現実があります。 

 札幌市内でも、顧問となる教員の確保が難し

く、種目によっては既に廃部となり、設置数が減

少しております。これは単に部活動が減っている

という話ではありません。部活動はスポーツや文

化芸術の活動の場であるだけでなく、多くの教育

的意義を担ってきた、言わば中学校教育の一部で

す。こうした意義をどう守るかは、極めて重要な

課題であります。 

 そこで、質問ですが、札幌市内の中学校部活動

数の推移と課題についてお伺いをいたします。 

●吉田調整担当部長  札幌市内の中学校部活動

数の推移と課題についてお答えいたします。 

 まず、部活動数の推移でございますが、集計を

始めました平成25年度と今年度を比較いたします

と、生徒数は現在４万3,673人で約３％の減少、
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部活動数は1,152部で約５％の減少となってお

り、これまでは、おおむね生徒数の減少に伴い、

緩やかに減少してきたと考えているところでござ

います。 

 しかしながら、今後は生徒数の急激な減少に伴

い、部活動数の減少も加速する見込みであること

に加えまして、時間、体力、精神的な負担などか

ら、部活動を担う教員の気持ちにも変化が生じて

きており、顧問教員の不足による廃部も加速して

いくのではないかと危惧しているところでござい

ます。 

 そのため、生徒数が急速に減少する中にありま

しても、部活動への参加を希望する生徒の活動環

境を維持しながら、教員の負担軽減も図ることが

できる持続可能な体制の構築が課題であると認識

しております。 

●和田勝也委員  人口の状況を見ますと、現

在、小学校３年生くらいまでは１学年当たりおお

むね１万5,000人前後で推移をしておりますが、

それより下、現在の小学校２年生、８歳以下の世

代からは、１万5,000人を大きく下回り、減少が

一気に加速していく見込みです。 

 つまり、現在の小学校２年生が中学生になる

頃、数年後には、今以上に部の維持が難しくなる

ことが確実に見えているのです。 

 そのことを踏まえると、部活動の地域展開、つ

まり、地域全体で中学生の活動の場を支える新し

い仕組みは、時間的な猶予が限られている一方

で、非常に大きなプロジェクトであると考えてお

ります。指導者をどう確保するのか、休日、平日

の活動を誰が運営・管理するのか、国はどこまで

財源を持つのか、保護者の負担は幾らが妥当なの

か。これらがまだ固まっていない現時点で、拙速

に大きくかじを切ることは、簡単にはいかないと

理解をしております。 

 だからこそ、一定の移行期間が必要です。 

 すなわち、これから先の将来像を描くだけでな

く、今、目の前にいる中学生が活動の場を失わな

いよう、現在の部活動そのものを維持、下支えし

ていく取組も同時に進めなければならないと考え

ます。 

 そこで質問ですが、先ほどの答弁での現状と課

題を踏まえ、減少傾向にある部活動に対する取組

状況についてお伺いいたします。 

●吉田調整担当部長  減少傾向にある部活動に

対する取組状況についてお答えさせていただきま

す。 

 これまで、生徒の部活動環境の維持・充実と教

員の負担軽減を図るため、二つの取組を中心に対

応を行ってきたところでございます。 

 一つ目は、教員に代わって技術指導や大会引率

などを行う外部の専門人材である部活指導員を令

和２年度から配置し、順次、拡充を進めまして、

現在では市内66校に117人を配置している状況に

ございます。 

 二つ目は、学校間連携方式の導入です。 

 これは、自分が通う学校に希望する運動部活動

がない場合に他校の部活動に参加することを可能

とする制度でございまして、平成28年度から運用

を始めており、現在では、55校173名の生徒が他

校の部活動に参加している状況にございます。 

 こうした取組によりまして、部活動環境の維

持・充実と教員の負担軽減を一定程度は進めるこ

とができたと考えております。 

 今後ですが、種目別に必要となる外部指導者数

をあらかじめ把握した上で、競技団体や大学との

具体的な協議・連携を進めるなど、学校現場の

ニーズを踏まえた、安定的に指導者を確保する体

制づくりを一層強化していく考えでございます。 

●和田勝也委員  部活動指導員の拡充や、学校

間連携による活動維持は、今の中学生にとっての

居場所と出番を守る上で、非常に重要な取組だと

思っております。特に、安定的な指導者の確保

は、どの自治体でも地域展開の最大のハードルに

なる部分です。札幌市において、持続的に指導で

きる人材基盤を今のうちから整備しておくこと

は、未来の地域展開の土台をつくることにも直結

すると考えます。 
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 一方で本年９月、スポーツ基本法が改正され、

自治体には地域の実情に応じて中学校の生徒が地

域でスポーツに親しむ機会を確保するための施策

を講ずることが努力義務として明記されました。 

 また、国が作成を進めている新たなガイドライ

ンのたたき台では、少なくとも令和13年度までに

は休日の部活動を地域に移行する方向性が示され

る見込みであり、平日についても、地域の実情に

応じて、できるところから進めるといった多様な

選択肢が示される見通しだと承知をしておりま

す。 

 今後は、このガイドラインを踏まえて、札幌市

としても公費負担と受益者負担の考え方を、市民

の皆さんの理解を得ながら整理していく必要があ

ります。 

 国による財源措置がどの程度見込めるのかや、

受益者負担の目安となる金額水準がどう示される

かなど、丁寧に確認した上で、拙速ではなく、し

かし確実に移行の道筋を描いていくことが求めら

れると考えます。 

 さきの代表質問において、教育長からは、引き

続き指導を希望する教員の協力を得ながら、少年

団や地域クラブなどで活躍する多様な地域人材の

活用を推進するなど、部活動の教育的意義の継

承、発展に向けた新たな活動環境の検討を進めて

まいりたいと前向きな答弁をいただきました。 

 そこで、質問ですが、新たな活動環境の整備に

向けた検討をどのように進めていくかについてお

伺いをいたします。 

●吉田調整担当部長  新たな活動環境の整備に

向けた検討の進め方についてお答えいたします。 

 これまでは、部活動に代わる新たな地域クラブ

の参入に向けた実証事業をるる行ってきたところ

でございますが、今年度は、これらに加えまし

て、今年度中に、部活動の教育的意義の継承・発

展を念頭に、既存の部活動をベースとする地域展

開を想定した実証事業も行う考えでございます。 

 具体的には、11月からモデル校を１校指定し、

野球部と吹奏楽部を対象に、平日と休日の管理運

営を学校から切り離し、地域クラブとして活動す

るモデル事業を実施する予定でございます。 

 このモデル事業では、地域クラブの管理運営を

スポーツ協会に委託し、顧問教員は兼職・兼業に

よってスポーツ協会に所属する指導者となるな

ど、より実践的な地域クラブのモデルケースとし

て実施を進めてまいります。また、このモデル事

業を通じまして、地域展開における課題や収支構

造の検証を行うとともに、地域の意欲を持った指

導者が参加可能な仕組みなどについても検討して

いく考えでございます。 

 今後も、部活指導員の活用や学校間連携方式な

ど、部活動の維持・充実に向けた取組を継続しつ

つ、並行して、国の動向等も踏まえながら部活動

の意義を継承・発展することが可能な、札幌市な

らではの持続可能な地域展開の手法について丁寧

に検討を進めてまいります。 

●和田勝也委員  部活動を母体としながら地域

のスポーツ関係団体が管理運営を担うというモデ

ル事業は、持続可能な活動環境の整備に向けた大

きな一歩であると思いますので、ぜひ着実な検証

を進めていただきたいと思います。 

 地域には、子どもたちのために自らの技術や経

験を役立てたいという熱い思いを持った方が数多

くいらっしゃいます。 

 こうした地域の力を生かし、行政と地域が信頼

関係を築きながら、子どもたちの続けたい、挑戦

したいという気持ちを支えられる環境を整えてい

くことが今まさに求められております。 

 同時に、移行期においては、現に学校で活動す

る中学生の部活動をしっかりと支える視点も欠か

せません。指導者不足や財源不足の中で現場が疲

弊することがあってはならず、学校と地域、行政

がそれぞれの役割を補う、共に子どもを支える体

制を市として明確に打ち出す必要があります。 

 また、今後、国のガイドラインや財政措置が示

されていく中で、市民や保護者が安心して参加で

きるよう、公費負担と受益者負担の線引きを分か

りやすく提示し、誰もが納得できる持続可能な制
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度設計を行うことが極めて重要だと思います。 

 札幌市ならではの地域展開モデルとは、単に運

営主体を変えることではなく、地域の教育力を高

め、子どもを社会全体で育てる仕組みを再構築す

ることだと考えます。 

 どうか、今の子どもたちの活動機会を守り抜き

ながら、未来の札幌を支える人づくりの基盤とし

て、教育委員会が先頭に立ち、地域の熱意を制度

として支える、そんな札幌モデルの確立に向け

て、丁寧かつ着実に取り組んでいただくことを強

く求め、質問を終わります。 

●森 基誉則委員  私からの質問は、項目とし

ては一つになります。 

 札幌市立幼稚園や小・中・高等学校に通う医療

的ケア児への支援の現状と取組について伺ってい

きます。 

 医療技術の進歩により、日常的にたんの吸引や

経管栄養、人工呼吸器などの医療的ケアが必要な

子ども、いわゆる医療的ケア児が増加し、その実

態が多様化しています。 

 このような現状を背景に、医療的ケア児とその

家族が適切な支援を受けられるようにするため

に、2021年、医療的ケア児及びその家族に対する

支援に関する法律が施行されました。 

 具体的な施策としまして幾つか挙げますと、

国・地方公共団体による措置として、保育・教育

現場での医療的ケア児への支援体制の拡充、保育

所の設置者、幼稚園を含む学校の設置者等による

措置として、保育所や幼稚園を含めた学校への看

護師等の配置、医療的ケアが可能な保育士の確

保、さらに、医療的ケア児支援センターを設置

し、家族への相談支援や情報提供等の支援を行う

などが示されています。 

 札幌市としましても、札幌市立幼稚園、小・

中・高等学校にて、2018年度から看護師配置のモ

デル事業を進め、2022年度より本格実施し、支援

体制の充実を図っているところと承知していま

す。 

 そこで、質問です。 

 札幌市立幼稚園、小・中・高等学校に通う医療

的ケア児への支援の現状についてまずは伺いま

す。 

●喜多山児童生徒担当部長  医療的ケア児への

支援の現状についてでございますが、看護師配置

事業を利用して医療的ケアを受けている幼児・児

童生徒数は、事業開始時の令和４年度は、小学校

11校で12名、中学校１校１名の計13名でございま

したが、令和７年度は小学校23校25名、中学校は

４校４名の計29名となっておりまして、年々増加

をしているところでございます。 

 また、対象となる市立園・学校における医療的

ケアの主な内容としては、カテーテルを使用して

体外に尿を排出する導尿、血糖値の調整に関する

インスリン注射、鼻や口などからたんを吸引する

喀たん吸引などとなっております。 

 医療的ケア児が在籍している園・学校において

は、家庭と密に連絡を取り合い、看護師等と連携

することで、子どもは安心・安全に学習活動に参

加でき、保護者の負担軽減にもつながっていると

ころでございます。 

●森 基誉則委員  札幌市においても医療的ケ

ア児が増加傾向であることは理解いたしました。 

 学校、家庭、看護師が連携することで、子ども

の安心・安全な学校生活や保護者の負担軽減につ

ながっていくということで私も承知しました。 

 今後も医療的ケア児の増加が見込まれると思い

ますが、引き続き丁寧な支援を求めていきます。 

 続いて、学校に注目していきます。 

 医療的ケア児が在籍したことがない学校という

ものはまだまだ多く、そういった学校が初めて医

療的ケア児を受け入れる際には、子どもが安心し

て教育活動に臨めるように、緊張感を持って準備

などに臨んでいることと推察します。学校は、あ

らゆる場面を想定して準備をし、その子も安心し

て学校生活を送れるようにしていくことが大切で

す。そのために、学校が対応できるような仕組み

や体制整備をしっかりと整え、子どもと保護者が

安心して学校に通うことができるようにしていく
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べきと考えます。 

 そこで、質問です。 

 医療的ケア児やその保護者、そして園や学校が

不安なく対応することができるよう、教育委員会

としてどのように取り組むのか、伺います。 

●喜多山児童生徒担当部長  医療的ケア児や保

護者、園・学校が不安なく対応できる教育委員会

の取組についてでございます。 

 園・学校に入園・入学する際には、本人・保護

者から、適切な医療的ケアの実施が可能か心配す

る声があることや、対応に不安を感じている園・

学校があることは認識をしてございます。 

 教育委員会といたしましては、入園・入学前に

本人・保護者に加え、学校、医師・看護師等で、

具体的な支援体制や、本人・保護者の意向を確認

する機会を設けておりまして、その後も継続し

て、子どもの成長に伴った支援の方向性につい

て、関係者間で確認をしているところでございま

す。 

 また、看護師を配置している園・学校を対象と

した連絡協議会を開催しまして、看護師配置事業

について共通理解を図るとともに、医療的ケアの

内容が共通する学校同士での協議を通じまして、

対応の在り方等を確認し合い、自校の支援に生か

せるように取組を進めているところでございま

す。 

 加えまして、新年度、新たに医療的ケア児が在

籍することとなる園・学校を対象とした事前説明

会を今年度より開催することとしまして、医療的

ケアに関する学校の体制を事前に整えまして、本

人・保護者が安心して園・学校生活を送れるよ

う、学校への支援体制の充実を図ってまいりま

す。 

●森 基誉則委員  医療的ケア児の保護者と一

口に言っても、いろいろなタイプの方がいらっ

しゃいまして、自分がこうしてほしいと強い思い

を持っている方もいれば、我が会派には、園や学

校に対し、受け入れてもらっているのに、これ以

上の希望を伝えてもいいのだろうかと迷っている

といった声も届いております。 

 入園・入学前に、本人・保護者、関係機関を交

えて話合いを行うことはもちろんですけれども、

次年度、医療的ケア児が在籍する園・学校を対象

とした事前の説明会を新たに設けるというお話が

ありましたけども、このことにより必要な準備を

計画的に進めることができ、保護者も安心して子

どもを園や学校に送り出すことができるのではな

いかと私も考えます。 

 医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒へは

専門的な支援を要するため、関係者間の密な連携

と情報共有が不可欠です。 

 入園・入学後も、継続した話合いを通じて、児

童・幼児・生徒、一人一人の状況に応じた適切な

支援の確認、検討を行い、適宜、見直しを図るこ

とが必要になると考えます。 

 一方で、医療的ケア児の卒業後のことも考えて

いく必要があると考えます。 

 医療的ケアの内容など、子どもの状況にもより

ますが、進学や就職などを見据えたサポートが必

要になってくるのではないでしょうか。 

 彼らは、夢を持って進学や就労に臨んでいきま

す。 

 しかし、それぞれの進学先、就労先、全てに医

療的ケアをしてくれる看護師などが配置されてい

るとは限りません。 

 そのためにも、今後は子どもの心や体の成長に

合わせ、子ども自身が医療的ケアを実施する練習

をしていくことも必要であると考えています。 

 例えば、糖尿病の子が自ら血糖測定やインスリ

ン投与などの医療行為を少しずつでもできるよう

にしていくというのも一つの方向性だと思ってい

ます。 

 医療の門外漢である私が何を言っているのかと

思われるかもしれませんけども、これ、何も私の

想像だけで語っているわけではなくて、医療法人

稲生会の主催の研究実践発表会で聞いたエピソー

ドが基になっています。 

 ある特別支援学校に通う糖尿病の子どもが、血
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糖値の測定とインスリン注射を看護師にずっと

やってもらっていました。実習先を決める時期に

なりまして、希望の実習先には看護師がいなかっ

たということが判明します。その子は、どうして

もそこに行きたかった。そこで、その子の理解度

に合わせて、絵のカードなどを使い、自分で医療

的ケアができるように練習を重ねていったそうで

す。 

 努力の結果、その子は自分で医療的ケアができ

るようになり、希望の実習先に行くことができ、

就労にもつながっていったと聞いています。 

 これはあくまで一例で、医療的ケアの内容な

ど、子どもの状況にもよりますが、看護師配置を

して終わりではなく、その子どもがどんなふうに

今後生きていきたいのか、これを尊重し、その上

で、セルフケアの練習等も含め、子どもの心や体

の成長に合わせたサポートの在り方を、子ども、

家庭、教育、医療などの関係機関とともに考え、

しっかりと連携していくことを求めて、質問を終

わります。 

●森山由美子委員  先ほど和田委員からもござ

いました。私も全く同じ思いで、学校体育館のエ

アコン整備について質問をいたします。 

 近年、夏の猛暑は異常気象の域を超え、常態化

しております。我が会派は、かねてより、子ども

たちを心配する保護者や地域の方をはじめ、教職

員の方、給食調理に従事する方などより、温暖化

が急速に進み、学校に冷房がないことは大変心配

であるとの声をいただいていたこともあり、会派

としても温暖化が急速に進んでいる状況を懸念

し、学校施設課に学校関係者への夏の暑さ対策の

調査や丁寧にお声や意見等をお聞きするようお願

いをし、毎年その結果について伺い、時には扇風

機や移動式エアコンの設置状況、その実態につい

て視察、また、時には議会質疑を重ね、学校の暑

さ対策に対し注視をしておりました。 

 そんな中、令和５年８月22日、記憶に新しいと

ころですが、伊達市の小学校２年生の女子児童が

校外の体育の授業後に熱中症の疑いで倒れ、搬送

先の病院で死亡するという痛ましい事案がござい

ました。この伊達市の痛ましい事案とともに、さ

らにはこの翌日の23日、札幌市でも過去最高気温

の36.3度を記録したことも受け、我が会派として

も、事態をさらに重く受け止め、危機感を感じ、

令和５年８月29日、記録的な猛暑に対応するため

の緊急要望について、秋元市長に提出をさせてい

ただいたところです。 

 要望書はこれまでのたくさんの市民の皆様の

声、意見を反映した内容とし、学校に関しては、

夏休み期間の延長や体育の授業や部活動も猛暑日

を避けたカリキュラムへの配慮を求めるほか、実

際に学校への会派視察をさせていただいていた実

感として、学校においては全部ではありません

が、残念ながら移動式エアコンの効果が低いこと

を踏まえ、教室のエアコン設置や子どもがよく運

動する機会が多く、また避難所ともなる体育館に

ついて、常設導入に向けた早期の検討を強く求め

ていたところです。 

 現在、札幌市では普通教室のエアコン整備が進

む一方で、学校体育館の灼熱環境は依然として深

刻な問題であります。小さな声を聞く力を原点と

している我が会派には、今も保護者や教職員の

方々から、今、整備している普通教室のエアコン

についてはもちろん、今後の体育館における活動

制限や体調不良への懸念など、切実な声を多数聞

いております。また、特段、今年は厳しい暑さが

続き、来年以降のご心配のお声も多く寄せられて

いるところです。体育の授業や部活動、集会活動

は、児童生徒の健全な成長にとって不可欠な教育

機会でありますが、猛暑により、その機会が奪わ

れるだけではなく、生命健康に危険が及ぶ事態も

懸念されます。 

 そこで、質問ですが、夏の暑さが学校体育館で

の授業や学校行事に与える具体的な影響について

伺います。 

●木戸学校支援担当部長  猛暑による授業等へ

の影響についてでございます。 

 近年の猛暑による体育館の室温上昇は、教育活
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動にも様々な影響を与えているところでございま

す。具体的には、時間割や活動場所の急遽の変更

や、新たな学習時間の確保など、教育計画の見直

しを行う必要が生じているところでございます。 

 また、学習面への影響に加え、子どもの運動機

会が減少することで、健康の保持増進に影響を与

える可能性があるものと認識しております。 

●森山由美子委員  猛暑が学校教育に様々な影

響を与えていることが確認できました。 

 我が会派は、子育て・教育環境の充実を最重要

課題の一つと位置づけており、学校体育館のエア

コン整備は、猛暑を見据えた環境改善には急務で

あると考えます。 

 また、災害発生時の避難所における生活環境の

質を向上させる上で不可欠であると認識をしてお

ります。 

 加えて、災害時にライフラインが途絶えた際に

も安定的にエアコンが使用できるような備えも必

要と考えます。 

 教育委員会では、これまで体育館の整備の必要

性を判断するために、他都市の導入事例も調査を

したと聞いております。 

 そこで質問ですが、他都市で導入している避難

所機能の強化に資する設備としてどのようなもの

があるのか、伺います。 

●木戸学校支援担当部長  他都市における避難

所対策の導入事例についてでございます。 

 今年の夏までに取り組んだ基本調査におきまし

て、体育館へのエアコン整備について、避難所対

策として想定される導入設備についても、他都市

の事例などを参考に整理をしております。 

 具体的には、電気やガスなど、エアコンの動力

源となるライフラインが断絶した際の備えとし

て、自家発電設備や電源自立型ガスヒートポンプ

エンジンなどを導入する事例が確認できたところ

でございます。 

 調査においては、これらの導入設備の有無に応

じた整備コストの算出なども行ったところでござ

います。 

●森山由美子委員  他都市の事例については理

解をいたしました。 

 学校体育館は、災害発生時の避難所として広く

市民の命を守る重要な機能を担っており、激甚化

する災害と猛暑が同時に発生した場合、エアコン

のない避難所は、熱中症による２次災害を招きか

ねません。 

 今年の予算特別委員会でも、我が会派からの質

疑にもありましたが、我が党では学校体育館のエ

アコン整備に関して、国政の場において補助の拡

充等を強く要望させていただき、国の国土強靱化

計画において、公立小中学校施設の防災機能強化

対策として盛り込まれ、令和15年までの臨時特例

交付金が新設されるに至っております。 

 本計画では、防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策等により、学校施設の避難所機

能の強化が喫緊の課題と位置づけられ、全国の整

備目標も95％から100％に見直されている中で、

札幌市においても速やかに着手すべきと考えま

す。 

 そこで質問ですが、教育環境の質的向上や安全

確保という視点に加え、市民の命を守る防災・減

災対策の観点から、学校体育館へのエアコン整備

をどのように考えているのか伺います。 

●木戸学校支援担当部長  学校体育館へのエア

コン整備についてでございます。 

 体育館へのエアコン整備は、子どもたちの健康

と安全、教育活動の確実な実施、そして災害時の

避難所機能の強化という、双方の視点から必要な

取組だと認識しております。 

 今後は、導入設備や整備コストなど、様々な課

題を精査しながら、整備に向けた検討を進めてま

いりたいと考えております。 

●森山由美子委員  教育委員会としての考え方

を理解いたしました。 

 学校体育館へのエアコン整備は、避難所として

の機能も担う災害時の市民生活に寄り添い、ま

た、未来を担う子どもたちを学び、ひいては命を

守る公明党の政治姿勢から見ても、最優先で取り
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組むべき重要課題であります。 

 普通教室の確実な設置、そして、令和15年まで

の国の時限的な交付金の機会を最大限に生かし、

たくさんの声を背中に背負っている私たち会派と

しての悲願でもある学校の体育館へのエアコン設

置についても、確実に推進することを大いに期待

し、私からの質問を終わります。 

●山田一郎委員  私からは、盗撮行為の防止に

向けた取組について、そして、学校行事の運動会

についての２点伺います。 

 まず、盗撮行為の防止についての取組について

伺います。 

 こちら、先ほど熊谷委員からの質問もありまし

たが、今年の６月でありますがほかの自治体にお

いて、教員が学校内で盗撮を行い逮捕されるとい

う大変許し難い事件が発生いたしました。 

 こういった行為は本当に子どもの尊厳を傷つけ

るだけでなく、また、学校に対する信頼、これも

大変大きく損なう重要な問題であると考えます。 

 これは私のところにもやはり近隣の保護者の方

から、本当に学校は大丈夫なのか、先ほど熊谷委

員の質問もありましたけれども、保護者の受け止

め方というのは本当に変わってきているのではな

いかなと思います。 

 その中で本市教育委員会において、この事案を

受けて、直ちに各学校に対して校内環境の点検を

徹底するよう通知を出したところを伺っておりま

す。 

 子どもたちが安心して学校生活を送るために

は、この取組を一時的に終わらせずに、継続して

実効性を高めていく必要性があると考えます。 

 そこでまず質問ですが、各学校において子ども

たちの安全を守るための点検の実施状況について

伺います。 

●木戸学校支援担当部長  点検の実施状況につ

いてでございます。 

 他の自治体での事案発生を重く受け止めまし

て、７月に全ての園・学校において校舎内の緊急

点検を実施し、緊急点検後も定期的な点検を継続

するよう求めるとともに、９月には重ねて二度目

の緊急点検を行うよう通知したところでございま

す。 

 この通知に基づきまして、各学校において、管

理職などが日常的に目視等による確認を行ってお

りまして、これまで盗撮機器が発見されたという

報告はないところでございます。 

●山田一郎委員  今、日常的な点検が行われて

いるということと、あと、点検しているのは管理

職による点検があったというところでありまし

た。 

 ただ、盗撮に用いられている機械というのは、

本当に年々小さくなったり巧妙化しており、この

前の新聞記事ではこういったペンですね、ペン型

のものが出たということで、これは普通のペンで

すけれども、私は持っていないんですけれども、

記事で見たら、このような形のペンであったかな

と思います。 

 こういった行為というのは、本当に教員だけ

じゃなくて、学校に関わる全ての学校関係者、こ

れに起こり得る問題であると思います。ですの

で、形式的に点検を行うだけじゃなくて、どこに

設置されているか、またどう見抜くのか。こう

いった専門的な着眼点、これを持った点検が必要

であると考えます。保護者の不安を払拭して子ど

もたちの安全を確保するためにも、専門家の視点

を取り入れた取組が有効だと考えます。 

 そこで、二つ目の質問ですけれども、専門家に

よる点検の実施について、教育委員会の見解を伺

います。 

●木戸学校支援担当部長  専門家による点検の

実施についてでございます。 

 専門家による点検は有効な手法と認識しており

ますが、盗撮カメラはいつ設置されるか予見不可

能でありまして、頻繁に点検することは現実的に

は困難であるというふうに認識しております。 

 このため、学校職員による日常的な点検の実効

性を高めるため、盗撮カメラ探知機を早急に導入

するとともに、専門家の知見を生かせるような仕
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組みを構築してまいりたいと考えております。 

●山田一郎委員  今、答弁でも、頻繁に点検を

行うことはなかなか難しい。いつつけるか分から

ないというような答弁で、先ほど熊谷委員の答弁

でもありましたが、カメラ探知機、さすが熊谷委

員の質問だなと思っていましたけれども、導入す

るというような答弁でございました。 

 ただ、研修を行うということ。ここがやっぱり

重要な点ではないかなと思います。 

 結局、探知機を購入しても、じゃあ、どうやっ

て使うか、これについてはただの機械になってし

まうものですから、どこに機器が隠されているか

であったりとか、何に注意して確認をするか、こ

ういった知識が現場になかったら、効果は十分に

発揮されないと思います。 

 こうした知識、これが現場に蓄積されている状

況そのものが見つかるかもしれないという強い抑

止力になって、盗撮行為の未然防止につながると

思います。 

 また、専門家による点検は頻繁にできないとい

うのはあるんですけれども、点検自体、基本的に

やると言うより、やっぱり抜き打ちでやったほう

がいいんじゃないかなというふうには思っており

ます。 

 やはり、持ち物検査もそうですけど、明日持ち

物検査をやるよと言うと、それはもう持ってこな

いわけですから、やはりそういった抑止力を持た

せるというのは、今後のこのカメラの問題といい

ますか、抑止・防止の徹底になりますので、専門

的な知識であったりとか、いつ点検が来るか分か

らないというような緊張感を持ったような状況、

こういったものを共有しながら、皆さんの心配を

取り除く体制づくり、これを進めていただきたい

と思います。 

 それを申し伝えて、次の質問に参ります。 

 次に、学校行事の運動会について伺います。 

 さきの第３回定例市議会における代表質問にお

いて、我が会派の藤田委員から学校行事について

質問がありまして、教育長からは、学校行事には

集団への所属感や連帯感を深めるなど、大切な意

義があると認識していると答弁があったところで

あります。 

 その中でも、小学校における運動会は、子ども

たちも保護者も、そして地域の方々にとっても特

別な行事であると考えます。 

 一方で、コロナ禍以前から、安全面や熱中症対

策により、競技数が減少したり、午前中のみの開

催が主流になるなど、運動会の形は徐々に変化し

てまいりました。また、コロナ禍では、密を避け

るために、プログラム縮小や分散開催など、様々

な工夫をして継続してきたことについては、これ

は大変苦労があったと思いますし、これについて

は評価いたしますが、コロナ禍が明けた現在にお

いても、縮小した形がそのまま続いている学校が

あったり、また、さらなる縮小がある学校があっ

たりと伺っております。 

 子どもたちにとって、本当に魅力のある運動会

になっているのだろうかという声も届いていると

ころであります。 

 そこで、まず質問ですが、運動会はそもそも教

育課程上、どのような位置づけで行うべきものな

のか伺います。 

●佐藤学校教育部長  運動会の教育課程上の位

置づけについてでございますが、運動会は、運動

に親しむ態度の育成、責任感・連帯感の涵養、体

力の向上などを目的とし、小学校の学習指導要領

における特別活動の健康安全・体育的行事として

実施しているものでございます。 

 なお、実施に当たりましては、短距離走ですと

かダンスなどの表現活動など、体育科の学習内容

と関連づけながら、各学校においてプログラムを

工夫しているところでございます。 

●山田一郎委員  ありがとうございます。運動

会が特別活動として、また体育とも関連しながら

実施されているというような答弁でございまし

た。 

 先般の代表質問において、教育長からは、コ

ミュニティ・スクールの仕組みも活用しながら、
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子どもの発想を生かし、地域や保護者の願いも受

け止めつつ、学校行事の充実を図り、子どもの豊

かな成長を支えていく取組を進めると答弁があり

ました。運動会は、まさにその取組を象徴する行

事であると考えます。 

 運動会は、子ども一人一人が頑張る場であると

同時に、上級生の姿を見て学ぶ異学年交流、保護

者だけではなく地域の方々も応援に来ることで生

まれる地域交流、こうした子どもの成長を後押し

する多様な環境が備わった行事であります。 

 しかし、現状では、学年ごとに分かれて入れ替

えて実施するですとか、観覧が保護者のみに限定

され、地域の方々が応援に入りづらいといった例

も見られ、運動会の本来の価値が十分に発揮でき

ていない状況もあると考えます。 

 そこで、二つ目の質問ですが、教育委員会とし

て、今後、運動会をどのように充実させていくの

か伺います。（「関連」と呼ぶ者あり） 

●高橋克朋委員（関連）  関連質問させていた

だきたいと思います。 

 今、うちの会派の質疑の最中でございますが、

委員長、あえて指名いただきましてありがとうご

ざいます。 

 私のほうから、この学校行事、小学校の学校行

事の在り方について以前から問題を持っておりま

して、このことから、いろんな小学校の先生やＰ

ＴＡの役員の皆さん、あるいは保護者の皆さん

と、いろいろと懇談をしてきた経緯がございま

す。 

 そこで、まず１点目をお伺いしたいと思います

が、197校の小学校があるうち、ほとんどが土曜

日に開催をしておりますけども、平日開催してい

る学校は一体何校あるのか、その理由についても

述べていただきたいと思います。 

 これがまず１点目です。 

 ２点目でありますが、今の山田委員から、前段

の部分で細かく話がありましたけども、もっと掘

り下げて話をするならば、Ａという小学校では、

１・２年生、３・４年生、そして５年、６年生で

分かれて登校して、そして、種目は徒競走とよさ

こいソーラン踊りだそうであります。その徒競走

には、一切順位はございません。ただ走るだけ。

そして、運動会ではなくて体育発表会という名目

の下で開催されているというふうに聞きました。 

 Ｂという学校は、フルスペックと言ったらあれ

ですけども、１年生から６年生まで全員が出席を

して、徒競走をやり、綱引きをやり、あるいはリ

レーをやる学校というのが２割ぐらいあるそうで

すけども、そして、全体の踊りをやったりと、団

体競技も含めた運動会を開催しているそうであり

ます。徒競争においては、１位から３位まで表彰

をして賞状を配って、４位以下については努力賞

ということで、賞状を全員に配るという運動会を

開催しているそうであります。 

 そこで、このＡとＢという学校の運動会につい

て、教育委員会としては、あえて、市立小学校に

そんな大きな違いがあることについてどう考える

のか、お伺いをしたいと思います。 

 最後にします。 

 最後に伺いますけれども、今言ったように、Ａ

とＢの小学校に通う子どもたちが一緒に塾に行く

機会があるそうであります。 

 Ａの子どもたちは家に帰ったときに、お父さ

ん、お母さんに、なんでうちの学校は運動会形式

でやっていないのと、そう言われたときに、親は

答えに困ったそうであります。私も、聞かれれば

多分、困ります。 

 教育委員会として、先ほど、今、部長が言われ

たように、学校ごとの判断だから、校長先生の判

断だから仕方ないねと言うのでしょうか。あるい

は、地域の道路１本渡って、隣の小学校と違うこ

とに対して、それも仕方ないねという答えを言う

のでしょうか。子どもたちにとっては、小学校を

原則選ぶことはできないわけですよ。そういうこ

とであるのに、６年間というのはあっという間で

ありますから、先ほど言われたように、大切な行

事の一つだと私は思います。 

 その意味で、教育委員会としてどう考えるの
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か、お伺いしたいと思います。 

●佐藤学校教育部長  今後の運動会の充実につ

いて、まず、お答えをさせていただきます。 

 先ほどのご質問とも関連いたしますが、運動会

につきましては、かねてより日常的な教室での授

業参観に比べまして、大変多くの保護者や地域の

方々にお集まりいただき、見守り声援を送ってい

ただく中で実施されてきたところでございます。 

 コロナ禍の制限のある開催であっても、実は多

くの保護者の方が応援に駆けつけてくださり、子

どもが全力で走る、踊る、あるいは学年を超えて

協力し合うといった異学年での取組など、そう

いった姿を励ましていただくなど、学校、保護者

等が一体となって子どもの頑張りを応援する貴重

な機会ともなっていたところでございます。 

 先ほども申し上げたとおり、今後、各学校にお

いて、子どもが、学年を超えて協力することです

とか、地域の方々から応援をいただくことなど、

運動会ならではの意義を踏まえて開催できるよ

う、全校の担当者が集まる研修会などの機会を通

じまして、学校行事の狙い・意義を周知するとと

もに、各学校の参考となる事例や実施方法の工夫

について普及啓発するなど、支援を進めてまいり

たいと、このように考えております。 

 続けてよろしいでしょうか。高橋委員からのご

質問ですけれども、こういった大事な意義がある

という運動会につきまして、現在197校中、平日

開催を行っているところが６校あります。 

 理由については、地域の中での学校ということ

で、小さい地域で開催しているという地域性を踏

まえて、地域と一緒に運動会を平日のほうがやり

やすいと、地域の方も来やすいというような理由

で開催している学校ですとか、グラウンド工事

や、校舎建て替えですね、これの関係で、４校が

平日の開催というふうなことで工夫をさせていた

だいているということ。あと１校は、学校の中で

様々なプログラムについて話合いをした結果、そ

ういうような開催の仕方にしたというようなこと

で、幾つか状況は違っております。 

 また、二つ目の、Ａ校、Ｂ校といった幾つかの

方法があることについてのご質問だと思いますけ

れども、コロナ禍を経ましてプログラムを様々見

直した結果、運動会の実施方法について、時間を

かけずに、効果を減らさずに実施できるものもあ

るということで、時間が大分短縮されたという経

緯があります。 

 例えば、入場行進など、ぐるっとトラックを１

周するというので時間がかかっていたものを、甲

子園方式で一遍に保護者に向かって入場すると

か、様々な工夫をする中で、時間の効率化が図ら

れたなどといったものもありますけれども、実際

のプログラムの中身につきましては、先ほど申し

上げました、運動会の主たる目的である運動に親

しむ態度ですとか体力の向上に少し重心を置くの

か、あるいは責任感、連帯感の涵養といったとこ

ろに重きを置くのかなどによって、学校ごとに

ちょっと色合いが違ってくるということは実際、

学校の判断としてあり得ることであると認識して

おります。 

 体育発表会という形で実施しているところにつ

きましては、どの子も日頃の体育で、徒競走で練

習している成果を皆さんの前で披露したい、そし

て応援していただくというような狙いで、体育発

表会のような形で、タイムを計りながら記録と勝

負と、自己ベストといったような考え方を取り入

れながら実施しているというところで、先ほど

の、運動に親しむところでどの子も運動が好きに

なってほしいといったような目的で実施している

ところがございます。 

 一方で、行事の狙いを連帯感ですとか責任感で

すとかそういったところに置く場合は、児童が運

動会の準備にもかなり深く携わったり、お互いに

応援し合ったり、簡単に応援合戦をしたり、ある

いはリレーも取り入れながら連帯感を高めていく

というような取組を工夫しているところもござい

ます。 

 どちらが最適であるかというところ、なかなか

難しいところでありますが、先ほど答弁させてい
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ただきましたように、地域からの応援をいただ

く。保護者からの応援をいただく。そして、地域

や保護者の方々からの声を踏まえながら、よりよ

い行事の在り方について検討していくことが重要

であると思っておりますので、コミュニティ・ス

クールの仕組みも活用しながら、学校がよりよい

学校行事へと高めていけるように、私どもも助

言・支援してまいりたいと思います。 

 また、お子さんが実際なぜ隣の学校と違うのか

といったような疑問を持つというようなことにつ

きましても、札幌市が取り入れますコミュニ

ティ・スクールにつきましては、子どもたちの声

を学校運営協議会という会議の中に反映させる場

面も積極的に取り入れようということで考えてお

りますので、長い将来を見据えながら、よりよい

行事の在り方を、子どもたち、保護者、地域と一

緒になって学校が考えていくと、こういった取組

を進めてまいりたいと考えております。 

●山田一郎委員  佐藤部長、いろいろとありが

とうございます。 

 本当にたくさん答弁いただいたので、今、私の

中でも、ちょっと入ってくるのに少し時間がか

かっているところはあるんですけれども、運動会

における学年を超えて協力すること、また、地域

の方々から応援をいただくことという運動会なら

ではの意義、これを踏まえて答弁のありました全

校の担当者が集まる研修会などを通じて、学校行

事の狙いや意義を周知して、事例を工夫・共有し

ていくということでありました。 

 今の答弁でもありましたとおり、コミュニ

ティ・スクールの仕組み、これからどんどん始

まってくると思いますので、日頃から子どもたち

に関わってくれている、関わろうとしている地域

の皆様もいると思うのですけれども、ここにやっ

ぱり場をつくっていくということも意義があるも

のだと思っています。 

 まさにこれが運動会、授業で育ちにくいつなが

りですとか関係性、これを育てていく場であると

いう本質的な意義そのものだと考えております。 

 今、いろいろありましたけど、やっぱりコロナ

禍で縮小された運動会、このままでいいのかとい

うと、やはりいろいろと多分、我々、委員の中で

も声を聞いているところもありますし、やはりも

うちょっと昔のほうがいいんじゃないかと、いっ

ぱいいろんな意見があると思うんです。 

 やっぱりこういったものを定着するのではなく

て、今こそ改めて、運動会ならではの価値、こう

いったものを取り戻していくことが重要であるか

なと考えています。 

 ですので、教育委員会の皆様におかれまして

は、やっぱり、なるほど、こういった運動会にし

ようというような、こんなような実感を持って動

き出せるように、この継続的な伴走支援と、また

山根教育長におかれましても、校長会等でやっぱ

り校長先生の部分も大きいと思いますので、こう

いったところも伴走支援をお願いして、私からの

質問を終わります。 

●うるしはら直子委員  私からは、札幌市の学

校給食施設の建て替え、主に老朽化対策について

質問いたします。 

 まず、札幌市の学校給食は、昭和26年、1951年

に、パンと汁物を中心としたおかずに始まりまし

て、昭和47年、1972年には全ての小学校で、平成

５年、1993年には全ての中学校で、それぞれ主

食、牛乳、副食をそろえた完全給食を実施してき

たという歴史がございます。 

 この間、時代の流れや食生活の変化にも応じな

がら、学校給食法の掲げる子どもたちにとって適

切な栄養摂取による健康の保持、また増進、そし

て健全な食生活を営む判断力の形成といった様々

な目標に沿って、都度、献立の充実といったもの

も図られてきました。 

 あわせて、この学校給食は子どもたちの健やか

な成長を支え、また食育を推進するといった上で

も、教育現場における極めて重要な役割を担って

おります。 

 こうした歴史などを前提にしまして、本日は私

も22年間お世話になってきた給食現場、さきの代
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表質問でもただしましたが、この給食室の建て替

え、そして、この老朽化対策について改めて細か

く確認していきたいと思います。 

 まずは、代表質問でも触れましたけれども、現

在、この給食を提供する現場であります各学校の

給食室においては、築30年を超える学校が100校

を超えており、施設・設備の老朽化が著しく進行

しているものと認識しております。 

 未来の子どもたちへ、安全・安心でおいしい給

食を持続的に提供していくためには、この老朽化

対策は待ったなしの課題であると考えます。 

 そこでまず、改めて本市の学校給食提供におけ

る現状の課題についてどのように認識されている

のか、伺います。 

●木戸学校支援担当部長  本市の学校給食提供

における現状の課題についてでございます。 

 現在、新たな給食室の整備につきましては、校

舎の新改築に合わせまして年２校程度の実施を予

定しておりますが、調理校160校のうち100校以上

で築30年を経過しておりまして、このままでは老

朽化のスピードに更新が追いつかないということ

に強い危機感を持っております。 

 実際に更新が追いつかないことで、設備の故障

により、例えば令和元年度には100日間、延べ10

万食程度メニューの変更を余儀なくされるなど、

給食提供に影響が生じた事例が発生しているとこ

ろでございます。 

 加えて、本市における今後の人口減少を見据え

た場合、調理員をはじめとする給食提供を支える

担い手の確保についても、中長期的に大きな課題

になってくるものと認識しております。 

●うるしはら直子委員  給食室の深刻な老朽

化、そして、それに伴うメニュー変更ですとか給

食停止に関わるリスク、これがあって、それが増

大の見通しがあるということ、そしてまた、あわ

せて、将来的な担い手不足という点を深刻な課題

と捉えているとのことでした。 

 この学校給食のメニューの変更、これはなかな

か一般のところと違って、給食についてはいろん

な定めがありますので、例えば変更するとなった

ときに、学校の管理職と栄養教諭、栄養職員の方

が、業者ですとか学校間の調整をします。そして

調理員は作業工程を変更する。そして、さらには

学級や保護者に宛てても文書等を通知するなど

と、様々な対応をたくさん図らなければなりませ

ん。場合によっては、冷凍で溶かしてしまったも

のですとか、食材を処分するということにもなり

ますので、大きな課題を抱えていると感じていま

す。 

 また、調理員の成り手不足、これはもう本市に

限らず全国的な課題となっていますので、私も、

これも喫緊の課題だと思います。 

 こうした中には、やはり仕事のきつさとか、そ

ういったこともありますが、重要な課題だと思っ

ていますけれども、こうした課題を踏まえまし

て、次には対応について伺いますが、これらを含

めて、本市は昨年度に調査を行ったと聞いていま

す。 

 そして、さらに今年度、持続可能な学校給食提

供の在り方を検討するため有識者会議を設置し議

論をしていると承知しています。 

 さきの代表質問の答弁においては、この会議の

意見を踏まえつつ、今年度中に安定的に給食を提

供していくための方向性を定めてまいりたいとの

ことでした。 

 そこで質問ですが、この有識者会議でどのよう

な議論がなされているのか、また、そして今後ど

のようなスケジュールで検討を進めていくのか伺

います。 

●木戸学校支援担当部長  有識者会議の議論

と、今後のスケジュールについてでございます。 

 昨年度、外部のコンサルタントにより、持続可

能な学校給食提供の在り方に関する調査を実施し

たところでございます。新たに給食センター方式

を導入し、学校給食室における現行の調理方式と

組み合わせ、給食提供を継続していくことが望ま

しいとの考察が示されております。 

 今年度の有識者会議では、これを踏まえまし
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て、先進的な取組を行う他都市の給食センターの

視察や本市の調理校の視察も行いながら議論を深

めているところでございます。 

 具体的には、給食センター設置による施設集約

化のメリットや給食の質の維持に対する懸念な

ど、様々な意見が出されているところでございま

す。 

 今後示されます検討会議の意見を踏まえなが

ら、給食センターの新設も含めて、持続可能な学

校給食提供の在り方について検討いたしまして、

今年度中には一定の方向性を示してまいりたいと

考えております。 

●うるしはら直子委員  コンサルの調査の結果

を踏まえまして、有識者会議の検討状況、また、

その中においても給食センター、この方式の導入

が検討対象になっている旨は理解いたしました。 

 このコンサルの調査ですけど、私も中間報告と

最終報告のほうをしっかりと全て読ませていただ

いて、確かに納得できるところがたくさんあっ

て、そうだなという実感もあるんですが、一般的

に全国的に共通的な結果なのかなということを、

私は感想として持っていました。そして、今この

有識者会議で検討しているということで、確かに

この給食センター方式はたくさん利点があります

ね。ですが、しかしこの給食センターだけで本市

の給食提供の全てを実施するということは難しい

ことと思います。 

 現在、本市では１日に14万食程度の調理を行っ

ていますが、一般的に他の政令市における大規模

な給食センター、この供給能力は１日約１万

3,000食から１万5,000食程度です。単純に計算し

ますと、センターの能力、これをフル活用できた

としても、本市に９か所から10か所程度の給食セ

ンターが必要ということになります。土地の確保

ですとか、また場所ですね、そして搬送、費用面

など、様々な事情から、市内にこれだけの数の施

設を設備するというのは、さすがに現実的ではあ

りませんので、当然学校内の給食室の整備も引き

続き行っていく必要、これがありますが、その際

に、子どもたちに提供する給食内容、いわゆる給

食の質、ここに差が生じること、これは避けなけ

ればならないと考えます。 

 仮に、本市にセンター方式を導入する場合、解

消すべき様々な課題があります。例えば、自校方

式のよさである、温かいものを温かく、そしてお

いしく、つまり出来たての手作りの給食をすぐに

提供できるといった給食の質の確保、これが難し

くなるのではないかと、こういうことを懸念して

おります。 

 また、この大量の給食を各学校へ時間どおりに

安全で安心に配送できるかという配送面での懸

念、特に積雪寒冷地である、降雪量も多い本市に

おいては、冬期間の配送が大変懸念されます。 

 加えまして、大量調理を行うその施設へ食材の

調達や、また、朝、ラッシュ時に食材をきちんと

届けること、これが安定的に実施できるのかとい

う懸念もあります。 

 そこで質問ですが、本市で仮にセンター方式を

導入する場合における質の維持、あわせて、冬期

間を含む配送、食材調達といった課題について、

現時点でどう捉えているのか伺います。 

●木戸学校支援担当部長  給食センターを導入

する場合の給食の質の維持、配送、食材調達と

いった課題についてのご質問でございます。 

 本市の学校給食においては、適切な温度管理な

ど、給食の質の維持、冬期間を含む確実な配送、

さらには給食に使用する食材の安定的な確保のい

ずれも大変重要なものと認識しているところでご

ざいます。 

 本市で給食センターを導入する場合には、これ

らの課題に対応している他都市の事例を参考にし

ながら、本市の実情に合わせた具体的な対応策を

検討していくことになると考えております。 

●うるしはら直子委員  どれも大切と考えてい

るということと、本市の実情に合わせた具体策を

考えていくということでした。あくまで導入する

場合の仮定でありますので、まだ具体的な展開で

はないということで、現時点での課題認識として
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受け止めさせていただきました。 

 これまで道内や他都市でこのセンター方式の導

入が進む中、本市が自校式を維持し続けてきた、

そこには、そこに合った理由というものがあっ

て、また、そこには地域事情によるというところ

が大きくあったと私は思っています。本市の積雪

量ですとか、交通量、学校数の多さ、そしてまた

特色あるご当地献立であったり、磁器食器を使用

しているといった本市独自の事情を鑑みれば、課

題を挙げれば切りがございません。 

 指摘と要望は最後にさせていただきますが、セ

ンター方式の導入の検討に当たりましては、例え

ば、保温性能を実際に検証するですとか、あと、

冬期間の配送時間を加味した具体的かつ確実な搬

送計画、これを検討してみるだとか、他都市には

ない課題解消に向けた綿密な検証が必要である、

このことは指摘しておきたいと思います。 

 もう一点、確認させていただきます。 

 先ほども課題として挙がっていました、働く

方々の人材確保についてです。 

 大量調理を行う給食センターでは、学校の給食

室における配置人数とは比にならない規模の調理

員数を要します。今年私が視察しました、まず、

帯広市の給食センターなんですけど、そちらは１

万2,500食調理しておりまして、そこには調理員

数は120名です。釧路市、こちらも視察させてい

ただきましたが、こちらは１万食弱の食数、ここ

に約80名でございました。 

 これは、本市においては直営の調理員の基準と

いうことになりますが、ここは配達、配膳もして

いるんですけど、約1,200食で６名から８名とい

う定数になっています。１万2,500食となると、

約80名程度でしょうか。これが今、札幌市という

だけで、当然働く時間帯なども条件が違いますか

ら、これだけで一概には言えないんですけれど

も、この人数の確保、これが可能であるかが大変

気がかりです。 

 また、配送のドライバー、皆様もご存じのよう

に、運送関係の皆さんも本当に人手不足の中です

から、同様な懸念がございます。 

 そこで質問ですが、今後生産年齢人口の減少が

見込まれる中で、給食センターを導入する場合に

必要となる人材の確保について、現時点でどう考

えているのか伺います。 

●木戸学校支援担当部長  人材の確保について

のご質問でございます。 

 給食センターの運営に必要な人員は、その施設

における提供食数、献立の数、アレルギー対応な

どに影響されるため、一概には言えないところで

ございます。 

 給食センターの導入を進めていく場合には、調

理員、配送ドライバーの確保に当たり、他都市の

事例を参考に、施設集約化のメリットを生かした

効率的な運営方法を検討してまいりたいと考えて

おります。 

●うるしはら直子委員  必要な人員は一概には

言えないとのことでしたけれども、ご答弁にあり

ましたとおり、本市が目指すきめ細やかな献立の

数ですとか、アレルギー対応、これを考えたとき

には、いずれにしても、相当数の人数を確保しな

ければいけないということは明確でございます。 

 この部分に関しましては、例えばセンターがど

うとか、建て替えがどうとかの前に、もう今から

でもすぐに対応が必要と思いますので、しっかり

検討いただきたいなと思っています。 

 本日このやり取り、質問を通じまして、仮に給

食センター方式を導入するとなった場合、この質

の維持、冬期の配送、そして人材確保と、本市な

らではの乗り越えるべき課題が山積している、こ

うしたことが改めて確認できたと思っています。

私、決してセンター方式の導入を完全に反対して

いるということではありません。ただ、これだけ

の課題があるということは慎重に考えていただき

たいなと思っています。 

 こうした課題を安易に捉えれば、給食の質、こ

れは即、低下します。これは他都市の例ではござ

いますけれども、例えば調理時間ですとか人手の

課題から、豆腐ですとか、揚げですとか、野菜、
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これは冷凍のカット野菜、乾燥のものを使用した

り、また、調理済みの製品を再加熱するだけとい

うクックチル、ご存じでしょうか、真空パックに

入れて、もう調理済みのお魚ですとか肉だとかを

温めて数えるだけという、それが主食になってい

るというところも、そうせざるを得ない都市もあ

ります。 

 また、搬送距離が遠かったり、時間があるとい

うことで、今、本市では、昆布だとか、かつおだ

とか、鶏ガラでスープを取っていますけれど、そ

れを粉末のだし、そして顆粒のスープを使用せざ

るを得ない、そうした自治体も実際にございま

す。 

 私がこの冒頭で本市の給食の歴史に触れました

のは、これまで札幌市が子どもたちのためにと工

夫を凝らし、守ってきたこの給食の質を、施設の

老朽化や、またコスト削減、これを理由に低下さ

せてはならないという、そのただ一点でございま

す。 

 先日、学校の給食展がチ・カ・ホでありまし

た。これは毎年、学校栄養士の皆さんが、教育委

員会や、今回は経済観光局の方もいましたけれど

も、実際の給食を並べながら、歴史やこうした札

幌市の給食の紹介をするところなんですが、そこ

に私も行ったところ、地方から来た観光客の方が

いて、札幌すごいね、ということを言っていまし

た。そこにそばにいたお子さん、小学校のお子さ

んなんですけど、何とそのお子さんが、得意げ

に、誇らしげに、そうでしょ、おいしいんですっ

て、笑顔で答えるんですね。こうして子どもたち

の中にも、その給食ということがちゃんと食育と

して生きている、これはやっぱり本市の大切にし

ていかなければならないことだと思っています。 

 こうした子どもたちに対してもそうですし、食

育の面もそうですし、もう一点、ちょっとしつこ

いようですけれど、本市の中で忘れてはならない

のは、この飽食の時代、たくさんの食事がある中

で、この給食を経済面にかかわらず、命の一食に

考えているという子どもたちも、少なからずまだ

いるんです。そうした子たちのためにも、この給

食の質はしっかりと責任を持って、本市で守って

ほしいと思います。 

 この老朽化対策は待ったなしですが、だからと

いって集約化のみを追求し、安易に他都市の事例

に当てはめるのではなく、本市が培ってきた給食

の質を担保して、安全・安心な給食提供を進める

ことが大前提です。そして、多機能化など、これ

も大切なんですけど、考慮するのはその大前提が

全て解消した後の話であると、厳しく指摘をさせ

ていただきます。 

 ２点、要望を申し上げまして、質問を終わりま

す。 

 １点目に、給食センター方式の導入を検討・維

持するに当たりましては、コスト削減のみのこと

を追求するのではなく、先行する他都市、特に積

雪寒冷地の実例を詳細に検証しまして、本市の実

情に即した質の担保、冬期の配送、人材確保の具

体的な課題解決策を綿密に検討することを求めま

す。 

 また、この検討プロセスにおきましては、これ

らの重要な論点について、保護者や学校現場、さ

らに関係事業者を含む様々な方の声を聞きなが

ら、丁寧に議論を進めることを強く要望いたしま

す。 

 そして最後に、この問題の本質ですけれども、

築30年超、そしてそれが100校以上という、この

喫緊の老朽化対策です。 

 答弁にもありましたとおり、現行の自校式の建

て替え、年２校ペースでは老朽化のスピードには

追いつかない。かといって、大規模な給食セン

ターの新設も、仮に導入するとしても、相当な時

間がかかります。つまり、どちらか一方の方式だ

けでは、この喫緊の課題は解消しません。あくま

で安全で安心な給食を持続的に提供するという目

的に立ち返り、現行の自校方式の建て替えの促

進、そして、今回議論になっている大規模セン

ター方式の導入検討と並行しまして、例えば、親

子方式、この在り方をまた少し大きく捉えて考え
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るとか、複数の学校をカバーする小規模な共同調

理場、こうした設置など、多様な選択肢を最適に

組み合わせまして、老朽化対策のスピードアップ

をいかに図るかということが必要だと思います。 

 加藤副市長も教育長も、この子どもたちが10

年、20年先にも、札幌市の給食っておいしいんだ

と笑顔で言えるような、そうした体制を考えてい

ただきたいと思います。 

 今後は、その具体的なロードマップを本市の計

画として策定して、実行に移すよう強く求めまし

て、私の質問を終わります。 

●松原淳二委員長  ここで、およそ20分間委員

会を休憩いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後３時16分 

      再 開 午後３時40分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人副委員長  委員会を再開します。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

●竹内孝代委員  私からは、小中学校の校外学

習について質問いたします。 

 校外学習は、教室を離れて実際の体験を通じて

学ぶ大切な教育活動です。社会見学や職業体験、

スキー学習、宿泊学習や修学旅行などを通して、

子どもたちは視野を広げ、豊かな人間性を育むこ

とができます。まさに子どもたちにとって、一生

の思い出にもなる貴重な機会であるというふうに

思っております。 

 今年の１定予算特別委員会で、コロナ禍で一時

停滞していた校外学習の現在の取組状況や、ま

た、社会情勢の変化による校外学習への影響と対

応について質問いたしました。教育委員会から

は、様々な工夫を重ねながら実施していること、

そして、現状の把握と対応策の検討を通じて、学

校支援を進めていく旨の答弁をいただいたところ

です。 

 このときの質疑の背景に、現場からの切実な声

があるのですが、その後も私のもとには、学校や

保護者、さらにはバス・旅行業者などから、この

校外学習、特に宿泊研修や修学旅行に関する厳し

い実態の声が寄せられているところであります。 

 物価やエネルギー価格の高騰が長引く中で、保

護者の経済的負担は重くなっております。また、

バス・旅行会社からは、運転手の担い手不足やイ

ンバウンド需要の増加によって、受注の調整に苦

慮しているなど、様々な観点からのご意見をいた

だきました。 

 そこで、まず初めの質問ですが、校外学習にお

ける保護者負担額はどのように設定しているのか

お伺いいたします。 

●佐藤学校教育部長  校外学習の保護者負担額

の設定について、お答えいたします。 

 校外学習のうち、宿泊研修、見学旅行の宿泊的

行事の費用につきましては、保護者の負担軽減を

図る観点から、平成30年からは、教育委員会とし

て、児童生徒１人当たりの費用について、一律の

上限額を設定し、学校に示してきたところでござ

います。 

 しかしながら、近年、市場価格の上昇に加え、

学校によって児童生徒数や行き先などが異なる中

で、一律の上限額内で計画することには難しさが

あるとの声もあり、令和６年度、上限額として示

していたものを、基準額というものに改定いたし

ました。この基準額というものにつきましては、

費用の目安として示したもので、これにより、学

校が上限額のみに縛られることなく、学校の実情

や狙いに応じた計画を立てることができるように

したところでございます。 

 なお、現在、基準額は、宿泊研修と見学旅行の

合計額で、小学校では３万円、中学校では８万

4,500円というふうに設定しております。 

●竹内孝代委員  宿泊的行事費については、

今、平成30年からは一律の上限額を設定したこ

と、また、市場価格の上昇とか学校の事情を踏ま

えて、昨年度から上限額というものから基準額へ

発想を転換したということで、いろいろ工夫しな

がらされてきたこと、また、小中学校のそれぞれ

の金額についても分かりました。 
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 この旅行的行事の費用というのは、私費として

保護者が負担しておりますが、子どもの教育に関

する重要な支出であるというふうに思います。 

 令和６年度にこの基準額に変更して、その実態

はどうなのか、また、必要な援助や費用の内容に

ついて、もう少し明らかにしていただきたいと考

えます。 

 そこで、質問ですが、この小中学校の校外学習

の保護者負担額について、それぞれ平均額はどの

くらいなのか、また、費用の内訳の割合につい

て、また、支援、援助等について、その実態をお

伺いいたします。 

●佐藤学校教育部長  小中学校の校外学習の保

護者負担額の実態についてでございますが、令和

６年度の宿泊研修、見学旅行を合わせた保護者負

担の平均額は、小学校が２万7,825円、中学校は

７万9,300円となっており、費用の内訳につきま

しては、宿泊費と交通費がそれぞれ約４割程度で

ありまして、２項目で旅行費用の８割程度を占め

ております。 

 なお、非課税世帯や就学援助を受けている世帯

については、これまでも見学旅行の実費相当額を

支給するなど、必要な援助を進めてきておりま

す。 

 令和７年度は、前年度よりも金額が上がってい

る学校が多くなってきておりますが、各学校の努

力、関係業者等の協力もありまして、平均額で見

ますと、市の定める基準額とほぼ同程度の範囲で

実施されている状況でございます。 

●竹内孝代委員  令和６年度の宿泊研修、見学

旅行について、今、基準額と平均額の実態という

のは僅差であるということが分かります。学校が

工夫をされているということと、また、この旅行

会社等の事業者によるご協力のおかげだなという

ふうに思っておりますし、保護者の費用負担軽減

に努力されているということは受け止めておりま

す。 

 しかしながら、この様々な課題が継続して存在

しているということも確かであります。私のもと

に寄せられた声の中には、支払ができないことが

理由で、この校外学習に参加できなかった児童が

いたとのお話も聞きました。 

 この就学援助対象の世帯へは、今答弁いただき

ましたけども、やはりこの見学旅行の実費相当額

を支給し、援助ができておりますものの、それ以

外の世帯で、家庭の事情によって参加を断念せざ

るを得ない児童が存在するという事実に対して問

題意識を持ちます。 

 教育委員会や事業者にお聞きしたところ、事前

の出欠調査、また当日の欠席児童数には、疾病や

不登校も含まれているため、経済的理由で欠席す

るという児童数の実数は不明であるとのことであ

りました。また、家庭側が事情を説明せずに、欠

席を希望する場合も考えられるということで、実

態が表面化しにくい現状であるかなというふうに

思います。 

 また、先ほど答弁にありました、この費用の８

割が宿泊費と交通費であるということでありまし

たけれども、この近年の交通費や宿泊費の高騰と

いうものは、大変に大きなものであります。各学

校では、費用を抑えるために、本来行きたかった

場所に行くことや、食べさせたい食事内容を諦め

ざるを得ない状況ではないか、また、当初の行事

計画を変更するなど、過去の校外学習と比べて、

質の低下につながっているのではないかというふ

うに懸念しております。実際に、学校側からも、

事業者側からも、そうしたお声も聞いているとこ

ろであります。 

 そこで質問ですが、保護者の費用負担の現状

と、行事の質への影響を踏まえて、教育委員会と

して今後どのように取り組むお考えなのかお伺い

いたします。 

●佐藤学校教育部長  教育委員会の今後の取組

についてでございます。 

 教育委員会といたしましては、子どもの体験的

な活動として、大変貴重な意義を有する見学旅行

等の行事が着実に進められるよう、まずは基準額

に改定した趣旨を改めて周知を図るとともに、各
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学校の実情に応じて助言を行うなど、支援してま

いりたいと考えております。 

 また、今後は見学旅行の費用に係る市場調査を

踏まえて、適正な基準額を見定めるとともに、学

校や保護者、関係業者の方々から意見聴取するな

どして、年間を通じた様々な保護者負担全体の軽

減に向けた方策について検討を進めてまいりま

す。 

●竹内孝代委員  ありがとうございます。 

 今後は市場調査、そして関係者への意見聴取を

通じて、負担軽減に向けた検討を進めてくださる

ということでありました。 

 また、今、年間を通じた様々な保護者負担とい

う言葉がありましたけれども、これは校外学習に

限らず、例えば教材費など、他の教育関連費も含

まれた全てであるのではないかなというふうに理

解いたします。 

 意見聴取等によって、学校ごとの対応の違いと

いうのも把握できるのではないかなというふうに

思っております。共通化できるような支援策につ

いては、市内全体で統一的に取り組むことも必要

だと思います。 

 例えば、徴収方法については、学校によっては

分割払いと一括払いがあるなど、その方法も様々

だというふうに聞いております。 

 また、修学旅行だけでなく、スキー学習なども

含めますと、貸切バスの予約難、また料金の高騰

など、学校単独では対応が困難な課題も継続して

いますので、前回の質疑でも申し上げたんです

が、市として、一括発注などのコーディネート機

能をぜひとも検討すべきではないかなというふう

に考えております。 

 この費用については、保護者負担とバス・旅行

会社双方にとって、負担を強いられていることで

ございますので、改善が必要だというふうに思っ

ております。 

 こうした課題の解決とともに、本来、義務教育

に係る学習関連費というのは、国や行政が責任を

持つべきものだというふうに考えます。家庭の事

情によって教育の機会を失うような児童は一人も

出してはならないというふうに思います。 

 市内の宿泊研修、見学旅行費用の市としての総

額がどのくらいなのか、教育委員会にお聞きいた

しました。小学校では約４億1,600万円、中学校

では約11億5,900万円、合わせて約15億7,500万円

とのことであります。年間の他の費用を含めれ

ば、それ相当の額となるのではないかというふう

に推測いたします。 

 児童生徒が等しく教育を受けられる環境整備は

何よりも重要であり、先般、文科省との勉強会の

中でも、学校教育に係る保護者負担額について、

国による調査を始めたとも聞きました。 

 また、実際に、青森市や、また足立区などで、

他の自治体では既に修学旅行などの保護者負担を

軽減する補助制度を持っているところもありま

す。今後、本市による市場調査の結果、基準額を

上げる必要があるということになったときには、

まずはその上乗せ分を札幌市で負担するなど、そ

うした支援策から始め、段階的に補助額を拡充し

ていくといったような制度設計を検討する時期に

来ているのではないでしょうか。 

 現に、本市は物価高対応の一つとして、質を担

保するための給食費の上乗せ分を、国の支援の下

ではありますが、市で負担しているという前例も

ありますので、検討は可能だと思います。 

 こうした教育費の保護者負担軽減については、

教育委員会だけで検討できるものではなく、札幌

市との連携協力が不可欠です。まずは各関係への

意見聴取による実態把握を丁寧にしていただくこ

と、そして、今後の方策を検討する中では、当然

国への財政支援を求めるべきだということと併せ

て、本市による支援策を具体的に検討していただ

くことを求めまして、質問を終わります。 

●小須田大拓委員  藻岩高校と啓北商業高校の

再編について質問させていただきます。 

 両校の再編につきましては、今後、中学校卒業

者の減少が見込まれることから、札幌市全体とし

ての市立高校の規模の適正化を図るため、機械的
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な学級減ではなく、再編し、新設校として、充実

した教育内容、そしてその教育環境を提供できる

よう、令和９年度開校に向けて準備を進めている

ところでございます。 

 令和５年度に着手した施設の設計も完了し、今

年の４月には高校再編準備担当課を新たに設置

し、先月、公募の中から選ばれた、市立札幌彩輝

高等学校という校名案が検討委員会から教育委員

会に対して示されたところでもございます。 

 開校に向けた準備が進む一方、この建設工事に

ついて、今年７月に実施した最初の入札が不調と

なり、内容を見直して９月に再度実施した入札に

おいても応札者なしという結果であったと聞いて

おります。建物の完成時期にも大変影響があるの

ではないかと心配しているところでございます。 

 そこでまず最初の質問ですが、今回の入札不調

の原因をどう分析し、それを踏まえて、次回の入

札に向けてどのような改善策を講じるお考えなの

かお伺いいたします。 

●都築都市局建築部長  入札不調の原因と今後

の入札に向けた改善策について、お答え申し上げ

ます。 

 ７月に行いました１回目の入札では、２者から

応札がありましたが、いずれも予定価格を超過し

ており、不調となったところでございます。９月

に２回目の入札を行いましたが、ただいまご質問

にありましたように、応札者がなく、不調に終

わったところでございます。 

 これらの入札不調の要因についてでございます

が、昨今の社会情勢を背景とした、人件費やコン

クリートなどの建設資材価格の大変著しい高騰、

そのほか建設業界におけます技術者の不足など、

複数な事柄が影響したものと考えております。 

 そうしましたことから、今後の入札に向けた改

善策といたしまして、深刻化する人手不足に対応

するために、省力化した施工方法の採用ですと

か、工事工程を改めて見直すことに加えまして、

積算内容を精査するなど、設計内容の見直しを進

めているところでございます。 

●小須田大拓委員  次回の入札に向けまして、

工事工程や積算の見直しに取り組んでいるという

ことでございましたが、新しい生徒が入ってくる

令和９年４月開校というのは、変えようのないス

ケジュールとなっております。そこに向けて、も

ともとの予定では、今年の秋頃、まさに今頃から

工事が始まることとなっておりましたが、この二

度の入札不調の影響で、着工自体が後ろにずれる

ことが確定いたしました。果たして完成時期の見

通しはどうなるのか、事業全体のスケジュールが

どの程度変更となるのか、非常に気になるところ

でございます。 

 二つ目の質問ですが、今後の工事工程の見直し

により、校舎の完成時期はどのようになる見通し

なのかお伺いいたします。 

●都築都市局建築部長  校舎の完成時期の見通

しについて、お答えいたします。 

 当初想定しておりました工期は、令和７年10月

着手、令和９年11月竣工としておりましたが、先

ほどお答えいたしましたとおり、現在具体的な工

期も含めた設計内容を見直しているところであ

り、今年度中の工事着手は見込めないことから、

校舎の完成時期は令和10年度にずれ込む見通しで

ございます。 

●小須田大拓委員  建物の完成時期が令和10年

度に遅れる見込みであるということでございま

す。 

 もともとの計画では、令和９年４月の開校後

も、旧校舎を使用しながら、その年度内に新校舎

へ引っ越しをする予定となっていましたが、工事

の延期に伴い、現在の藻岩高校の校舎を使う期間

が長くなります。藻岩・啓北再編新設校の１期生

で見ますと、入学してから少なくとも１年以上、

藻岩高校の校舎を利用することとなり、工事の影

響が出てくるのではないかと危惧しております。 

 そこで、三つ目の質問ですが、建物の完成時期

の遅れに対して、どのように生徒の学習環境への

影響を最小限に抑える考えかお伺いいたします。 

●佐藤学校教育部長  学習環境への影響とその
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対策について、お答えいたします。 

 改めてですけれども、発展的再編校につきまし

ては、普通科と商業科を併設し、単位制を導入す

ることを想定しておりまして、これにより、現在

の藻岩高校よりも開設する科目、これらを増やし

て、生徒のニーズに応える多様なカリキュラムを

用意し、生徒の学びの充実を図る予定となってお

ります。 

 この１期生が２年目となる令和10年度は、先ほ

ど申し上げた単位制により、選択科目が増えます

ため、必要となる教室数も増加することから、工

事の進捗状況を踏まえつつ、学期間で授業時間を

柔軟に調整したり、あるいは近隣の代替施設の活

用を図るなど、様々な工夫を図ってまいりたいと

考えております。 

 加えまして、藻岩高校と発展的再編校の生徒が

交流できる機会を意図的に設けるなど、生徒同士

が安心感の中で学習に臨むことができるよう、学

習環境を充実させてまいりたいと思っておりま

す。 

●小須田大拓委員  開校後の授業への影響につ

きましては、様々な工夫を行って、安心して学習

できるような環境をつくっていきたいという旨の

お話でございました。 

 現在の藻岩高校のほうは、工事が始まる準備の

段階から、敷地内のグラウンドやテニスコートが

使えなくなるというふうに予定が立っておりま

す。完成までの期間でいうと、６年以上、体育の

授業や部活動がまともにできなくなってしまうと

いうふうにも聞いております。その間は、啓北商

業の施設などを使えるように、移動方法を含めて

調整すると、検討するということも聞いてはおり

ますが、特に外で行う部活はその期間、自分の学

校以外の場所でしか活動できないわけでございま

すので、かなり不便になることと思っておりま

す。 

 先日、今のテニス部の顧問の先生とお話しした

ときも、その活動の仕方を大変心配されておりま

した。様々影響が出てしまうことはやむを得ない

ところではございますが、そんな中でも必死に取

り組んでいる生徒たちが、少しでも部活動に打ち

込める状況が整うように、最終的な工事終了まで

の期間、環境整備に気を遣っていただければと思

いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

●ふじわら広昭委員  私は、４項目質問しま

す。 

 １項目めは、学校施設における照明器具のＬＥ

Ｄ化について、２項目めは、市立の学校へのエア

コン整備について、３項目めは、教員の採用につ

いて、４項目めは、市立藻岩高校と啓北商業高校

の発展的再編についてです。 

 初めは、１項目め、学校施設における照明器具

のＬＥＤ化についてです。 

 最初の質問は、ＬＥＤ化の進捗状況と今後の計

画についてです。 

 学校施設における照明器具のＬＥＤ化について

は、省エネ化を目的として、2015年度以降、新改

築時や照明器具の更新時に順次進めてきており、

アクションプラン2023の計画の中にも組み込まれ

ています。 

 アクションプラン2023では、計画期間の2027年

度末、令和９年度末までに、学校におけるＬＥＤ

化の照明器具の割合を75％とする整備目標が掲げ

られており、その進捗状況が気になるところであ

ります。 

 そこで、質問ですが、2024年度決算におけるＬ

ＥＤ化の進捗状況と今後の計画について、まず伺

いたいと思います。 

●木戸学校支援担当部長  ＬＥＤ化の進捗状況

と今後の計画についてのご質問でございます。 

 令和６年度末時点でのＬＥＤ化率は、校舎棟で

約50％、体育館では約40％でございます。アク

ションプラン2023の計画期間である令和９年度ま

でに、校舎棟で約９割、体育館で70％のＬＥＤ化

を計画どおり終える予定でございます。 

 また、札幌市気候変動対策行動計画の目標を踏

まえまして、令和12年度までに全校の照明器具の

ＬＥＤ化を終える予定でございます。 
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●ふじわら広昭委員  次の質問は、ＬＥＤ化を

進める上での課題とその対応についてです。 

 学校施設のＬＥＤ化は、脱炭素社会の早期実現

に向けたさらなる省エネルギー化や、児童生徒の

学習環境の改善にもつながるため、計画的に進め

る必要があります。 

 一方で、国の2025年度交付金の未採択問題や、

建設業界の人手不足などによる入札不調など、Ｌ

ＥＤ化を進める上では、様々な課題があります。 

 そこで質問ですが、今後の学校施設における照

明器具のＬＥＤ化を進める上での課題とその対応

について伺います。 

●木戸学校支援担当部長  ＬＥＤ化を進める上

での課題とその対応についてでございます。 

 令和７年度は、校舎棟65校、体育館29校の工事

のうち、校舎棟で36校、体育館で16校が受注に

至っている状況です。 

 国の学校施設環境改善交付金の未採択により、

残りの校舎棟29校、体育館13校の工事が未着手の

状況になってございます。 

 今後、交付金の採択時期によっては、令和８年

度に工事を１年先送りすることも見込まれ、業務

量の集中が懸念されますが、発注時期を分散する

など、着実に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、今年度は、設計業務の担い手不足の影響

により、再入札後、校舎棟21校、体育館８校の設

計業務が不調となっております。これに対して

は、発注部局において、設計業務を受注してもら

えるよう、照明器具の詳細位置図の代わりに、照

明器具の種類、数量等を記載した一覧表に置き換

えることにより、設計図を簡略化するなど、負担

軽減を図っていくところでございます。 

 今後も様々な課題に対応しながら、計画的に進

めてまいりたいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  国の交付金の未採択問題

がありますけれども、我々議会としても、これが

しっかりまた復活するように取組をしていきたい

とは思いますので、教育委員会としても、そうし

た取組を進めていただければと思います。 

 また、電気料金は、ＬＥＤ化することによっ

て、小規模校でも、最低、年間で80万円から100

万円、大規模校でも120万円から150万円前後節約

できるということでありますので、可能な限り前

倒しできるものについては、対応することを求め

ておきたいと思います。 

 次は、２項目め、学校施設におけるエアコン整

備についてです。 

 最初の質問は、普通教室におけるエアコンの整

備計画に基づく進捗状況についてです。 

 札幌市では、近年の夏の気温上昇に伴う学校施

設の暑さ対策として、2027年度末までに、全市立

学校、幼稚園の普通教室などへの常設エアコン整

備を計画的に進めています。 

 この事業は、約300校という大規模な整備であ

り、工期内の確実な完了のため、直営工事に加

え、民間活力を活用するＰＦＩ手法を導入するな

ど、様々な工夫が凝らされていることは評価する

ところであります。 

 各校における具体的な供用開始時期の見込みに

ついては、直営工事の対象となる112校につい

て、2026年度夏までに供用を開始する予定になっ

ております。 

 また、ＰＦＩ事業の対象となる179校について

は、事業者提案により、全体的に前倒ししつつ、

供用開始は2026年夏と2027年夏になると、この

間、整備計画の説明を受けているところでありま

す。 

 そこで質問ですが、普通教室などへの常設エア

コン整備計画に関し、現時点での進捗状況と、今

後の供用開始時期の見込みについて伺いたいと思

います。 

●木戸学校支援担当部長  普通教室におけるエ

アコンの整備計画についてのご質問でございま

す。 

 普通教室のエアコン整備計画につきましては、

当初、アクションプラン策定時において、令和７

年度から年100校ずつ整備を行いまして、供用開
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始は令和８年夏から令和10年夏となる予定でござ

いました。 

 一方で、直営工事においては、施工者の協力等

により、今年の夏までに36校前倒しし、合計59校

で供用開始しているほか、ＰＦＩ事業におきまし

ては、令和９年夏までに整備を完了する事業者提

案を受けまして、全体的に供用開始時期が１年前

倒しとなる見込みでございます。 

 引き続き可能な範囲で前倒しを模索しながら事

業を進めておりまして、令和８年夏で全体の約７

割となる210校、令和９年夏で新改築等で同時整

備をする４校を除く308校でエアコンが供用され

る見込みでございます。 

●ふじわら広昭委員  次の質問は、整備時期の

決定基準についてです。 

 私たちのところには、市民や保護者から、自分

の子どもが通う学校の整備が遅くなっているので

はないかといった不安や、なぜ隣の学校は早く、

自分の子どもの学校は遅いのかといった、地域的

な整備時期の偏りに関する懸念の声も届いている

わけであります。 

 整備時期の決定には、電気容量や建物の構造な

ど、学校ごとの技術的な制約が影響していると推

察されますが、市民に対する説明責任との観点か

らも、その公平性、合理性を明確にすることが重

要です。 

 そこで、質問ですが、エアコン整備計画におけ

る各学校の整備時期の決定基準は、どのような考

え方に基づいているのか伺いたいと思います。 

●木戸学校支援担当部長  整備時期の決定基準

についてでございます。 

 普通教室へのエアコン整備における対象校の選

定については、令和９年度までに確実に整備を終

えることを前提として整理してございます。 

 まず、直営工事の整備につきましては、学校の

既存設備や構造等を踏まえ、早期の着手が可能で

ある学校を抽出しているところでございます。 

 残るＰＦＩ事業での整備につきましては、より

早期に整備することを前提として、提案事業者よ

り整備年度の選定を行っておりますが、スケ

ジュールに支障のない範囲で、各区の整備率、学

校種などのバランスなどを勘案して、調整を行っ

たところでございます。 

●ふじわら広昭委員  次の質問は、整備機器の

調達状況の把握についてです。 

 今回のエアコン整備のように、大規模な公共工

事を実施するに当たっては、資材の高騰やサプラ

イチェーン、受注した製品が製造された契約先に

納品されるまでの混乱は、昨今の社会情勢におい

て、大きな懸念事項であると認識しております。 

 この事業では、約300校、数千台のエアコン本

体と、その附帯設備が必要となるため、機器の安

定的な調達と確実な納品が、計画年度内での整備

完了の鍵を握ると言えます。 

 特に電気設備工事においては、変圧器など、製

造に時間を要することもあり、昨今の建設業界全

体の需要を踏まえると、納期の遅延リスクを高め

る要因となり得ます。 

 そこで質問ですが、エアコン整備事業におい

て、主要なエアコン機器や変圧器などの調達状況

について、教育委員会はどのように把握している

のか伺います。 

●木戸学校支援担当部長  整備機器の調達状況

の把握についてでございます。 

 委員ご指摘のとおり、当該事業において導入機

器の確保は、事業を計画どおり進める上で、肝要

であると認識しております。 

 このことについて、今年度から整備が本格化し

ているＰＦＩ事業においては、事業者提案時に、

エアコン本体の納入確約書をメーカーから徴取す

るとともに、複数メーカーによる相互の代替供給

の確約も取っているところでございます。 

 また、製造に期間を要する変圧器につきまして

も、事業着手段階で必要な電気容量を計算の上

で、先んじて機器の発注を行っているところでご

ざいます。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、次の

質問に移りたいと思います。 
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 まず、１点目といたしましては、計画などで

も、2026年あるいは27年の夏頃ということであり

ますけれども、ぜひともこの１学期終わりかけに

なりますけれども、６月中にこうした工事が完了

するように、しっかりと受注業者との連携を取っ

ていただきたいと思います。 

 また、先ほども申し上げましたけれども、私ど

も議員にも、保護者から様々な意見が寄せられて

おります。各対象となる教室にエアコンが設置さ

れているのに、今年で言えば、７月の暑い時期に

なぜ使用できないのかといった内容であります。 

 こうしたことは、教育委員会にも直接連絡が

入っていると思います。教育委員会では、このこ

とについて、エアコン及び配管は設置されている

ものの、変圧器の取付けに時間を要している場合

や、請負業者による試運転及び工事竣工に伴う提

出書類が遅れているために使用できない状況に

あったということであります。 

 2026年度発注工事では、このようなことが再び

起こらないよう、事前にＰＦＩによる元請業者に

しっかりと伝達して、工事作業の効率化を求めて

おきたいと思います。 

 また、普通教室のエアコン整備については、計

画どおりに進んでいるとのことでありますけれど

も、全体の整備完了までは、あと２年弱要するこ

ともあり、児童生徒や保護者は大いに待ち望んで

いる事業でありますので、2026年度当初に、今後

予定されている学校に、再度、工事時期と使用で

きる時期を周知することを求めておきます。 

 また、教育委員会におきましては、計画年度内

での確実な整備完了に向けて、適切な進捗管理を

することを求めて、次の質問に移ります。 

 次は、３項目め、教員の採用についてです。 

 最初の質問は、今年度の教員採用選考検査の実

施状況についてです。 

 私どもの会派は、全国的に教員採用検査の志願

率が低下する中、専門性の高い教員を確保するた

めには、教育採用検査の受検者を増やす取組が重

要であると求めてまいりました。 

 2025年の予算特別委員会において、教員採用検

査の受検者増加に向けた取組として、従前の大学

３年生向けに実施していた前倒し選考に変えて、

大学３年生などを１次検査の受検対象とした選考

区分を新設するとの答弁がありました。 

 また、今年９月末には、今年度の教員採用検査

の最終合格者の発表があったわけであります。 

 そこで、質問ですが、今年度の教員採用選考検

査の実施状況について、まず伺いたいと思いま

す。 

●菅野教職員担当部長  今年度の教員採用選考

検査の実施状況についてでございます。 

 今年度は、６月15日に従来の教員採用検査の１

次検査に加え、新たに、大学３年生等が受検可能

である、大学３年次プレ選考を同日実施いたしま

した。 

 従来の採用検査の受検者は1,272名で、そのう

ち、最終合格者は343名であり、昨年度実施の採

用検査と比較すると、受検者が50名増加し、受検

倍率も0.4ポイント増加したところでございま

す。 

 受検者増加に向けて、新たに行った大学３年次

プレ選考の受検者は401名でございました。 

●ふじわら広昭委員  従来の採用検査と、大学

３年次のプレ選考の実施についての答弁がありま

した。 

 次は、今年度実施した採用検査の受検者増加の

要因についてであります。 

 全国的にも教員志願者が減少傾向にある中で、

受検者が50名増加し、受検倍率も0.4ポイント上

昇した要因が気になるところであります。 

 そこで、質問ですが、今年度実施の採用検査受

検者増加の要因をどう分析しているのか伺いたい

と思います。 

●菅野教職員担当部長  今年度実施した採用検

査の受検者増加の要因についてでございます。 

 昨年12月に実施した、大学３年生向けの前倒し

選考は、受検者497名のうち410名を合格としたと

ころですが、そのうち367名が、今年度実施の採
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用検査を受検しております。 

 昨年度に引き続き、２年連続で学生の受検者数

が増えていることや、前倒し選考合格者の約９割

が、次年度の採用検査を受検していることから、

前倒し選考の実施は、教員志願者の増加に効果が

あったものと認識しております。 

 また、昨年、実施した教員採用パンフレットの

刷新や、公式ホームページにおける札幌市教職員

採用ポータルサイトの新設、地下鉄車内広告や大

型ビジョンを活用した採用広告の強化なども、受

検者数の増加に寄与したものと考えております。 

●ふじわら広昭委員  答弁では、前倒し選考の

実施や採用広報などの強化などが、今年度実施の

採用検査における受検者の増加に寄与したとの答

弁でありました。 

 次は、教員採用選考に係る第１次選考の共同実

施に関する本市の対応方針について質問いたしま

す。 

 先日、文部科学省主導の下で、2027年度、令和

９年度実施の教員採用検査から、１次検査の筆記

問題を共通化する方針であると報道されていま

す。 

 報道によりますと、現在、各都道府県、政令指

定都市の教育委員会が独自に実施している教員採

用検査の試験問題の作成を共通化する想定とのこ

とで、現時点で、全国50の教育委員会が、この共

同実施に参画意向であるとのことであります。 

 そこで、質問ですが、教員採用検査に係る１次

検査の共同実施に関する札幌市の対応方針につい

て、まず伺いたいと思います。 

●菅野教職員担当部長  教員採用検査に係る第

１次選考の共同実施に関する本市の対応方針につ

いてでございます。 

 現在、文科省主導の下で、教員採用試験の問題

の共通化に向けて議論されているところでござい

ます。 

 この取組は、複数の自治体や外部機関が、問題

の作成、確認に携わることによる試験問題の質の

向上や１次検査の作問負担の軽減に伴い、２次検

査における人物重視の丁寧な選考の実現などが目

的とされております。 

 この実施目的は、人物重視の観点を大切にして

いる本市の選考判定基準に合致することから、現

在、教員採用選考の共同実施に関する自治体協議

会に参画し、試験の実施日程や科目等について協

議を行っているところでございます。 

 今後も、自治体協議会で引き続き精力的な議論

を重ねながら、令和９年度からの共同実施に参画

するかどうか、札幌市としてしっかり判断してま

いります。 

●ふじわら広昭委員  札幌市においては、現

在、共同実施に関する自治体協議会に参画してい

るとの答弁でありました。 

 次は、試験問題の共通化の懸念について質問し

ます。 

 この取組は、問題の作成にかかる負担が軽減さ

れ、それにより丁寧な２次検査などの実現も期待

される一方で、試験問題の漏えいリスクなどの懸

念があります。 

 こうした取組には、報道によると、教育委員会

関係者に加えて、民間の事業者も加わるという報

道がされているところでございます。 

 こうした観点から、共通化された筆記問題で、

札幌市立学校の特色を踏まえた独自性などを打ち

出すことが可能なのか、さらに、共通試験問題の

セキュリティー対策や漏えい対策は、文部科学省

から何か提示されているのかなども気になるとこ

ろであります。 

 そこで質問ですが、情報の秘匿性や自治体の独

自性など、試験問題が共通化された場合の懸念に

ついてどう考えているのか伺いたいと思います。 

●菅野教職員担当部長  試験問題の共通化の懸

念についてでございます。 

 この取組は、共通の問題をベースとはしつつ

も、自治体独自で問題の追加や改変をすることが

可能と想定されているところでございます。 

 また、試験問題の漏えいリスクや出題ミスが発

生した場合の対応、責任の所在等については、協
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議会における論点として示されており、今後も継

続的に議論されていくものと考えております。 

 委員ご指摘の懸念につきましては、自治体協議

会の中で対応状況を見極めた上で、共同実施への

参画を判断し、本市が求める優秀な人材を確保で

きるよう努めてまいります。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、最後

の質問に移りたいと思います。 

 部長の答弁では、論点として、こうした漏えい

問題などについての文部科学省の考え方が示され

ているということでありますけども、その具体的

な内容がどのようになっているのか、今後まだ私

ども議会としてはしっかり検証していかなければ

ならない課題であり、この問題については、引き

続きまた今後の予算特別委員会や様々なところで

議論を深めていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 次は、４項目め、藻岩・啓北商業高校の発展的

再編について質問します。 

 最初の質問は、スクール・ミッション、学校の

存在意義や社会的役割、目指すべき学校像に込め

た教育委員会の考え方についてです。 

 来年度から、高校授業料の本格無償化が始まる

わけでありますけども、こうしたことが進められ

ますと、実施された場合に、私立高校を目指す生

徒や保護者が増えるのではないかという報道も出

ております。 

 今後の先行きについては不透明でありますが、

市立高校を取り巻く環境も変化していくのではな

いかと私も危惧しております。 

 こうした状況と重なる中で、札幌市では、2027

年度に藻岩高校と啓北商業高校を発展的に再編

し、新たな学校の設置に向けて検討を進め、先

頃、スクール・ミッションが公表されておりま

す。 

 スクール・ミッションの策定には、多くのご苦

労があったと思いますけども、そこで、１点目の

質問ですが、スクール・ミッション策定までの検

討の経過について、まず伺いたいと思います。 

●佐藤学校教育部長  藻岩・啓北商業の発展的

再編について、お答えいたします。 

 スクール・ミッション策定までの検討経過でご

ざいますが、発展的再編校については、令和４年

度に、各市立高校の教員から参加者を募りまし

て、検討会議を立ち上げ、新しい学校に期待され

る役割や教育課程編成に関する方針などについて

議論を重ねてきており、その中で、スクール・

ミッションについても併せて議論してきたところ

でございます。 

 検討会議では、高校と地域をつなぐコーディ

ネーターという外部の方をファシリテーターとし

て招くなど、多角的な視点を意識しながら議論を

進めてまいりました。 

 検討会議で議論した内容を、令和７年度には、

新たに設置した高校再編準備担当課が引き継ぎ、

教員の思いも大切にしながら、スクール・ミッ

ションの策定につなげてまいりました。 

●ふじわら広昭委員  現場の市立高校の教員か

らも意見を聞きながら進めていることは、とても

大切なことだと思います。 

 発展的再編校については、我が会派において、

今年５月の第２回定例市議会の代表質問で、どの

ような学校像を目指しているのか質問し、教育長

からは、専門的なビジネス教育と地域での探究活

動を掛け合わせ、様々な人々との対話や挑戦を重

ねることで、多彩な未来を自分たちの手で創造で

きる人材の育成を重視し、地域に誇れる学校づく

りに全力を尽くしていくという答弁がありまし

た。 

 その後、地域と社会に学び、対話と挑戦を核と

し、探究と実学、理論よりも実情に趣を置いた授

業などを通じて、学びを深め合いながら本物の体

験を積み重ね、多彩な未来を自分たちの手で創れ

る人を育成する学びの場というスクール・ミッ

ションが教育委員会から示されております。 

 そこで、２点目の質問ですが、スクール・ミッ

ションに込めた教育委員会としての考え方及びそ

れを実現するために目指すべき教育内容をどのよ
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うに考えているのか伺います。 

●佐藤学校教育部長  スクール・ミッションに

込めた考え方と、それを実現するための教育内容

についてお答えいたします。 

 発展的再編校のスクール・ミッションにつきま

しては、先の見通しにくい変化の激しい社会に

あっても、たくましく生きていく人材を育成した

いという考え方で策定したところでございます。 

 また、これまで藻岩と啓北商業の両校が築き上

げてきた地域との関係性や教育活動の特色を継承

し、発展させるとともに、普通教育と専門教育を

相互に関連させる強み、これを生かし、生徒の学

びを一層深化させたいという思いを込めたもので

ございます。 

 このミッションの下、新たな高校では、普通科

と商業科の交流を通じて、互いを高め合い、多角

的に物事を捉える経験とともに、南区はもとよ

り、札幌市全体を学びのフィールドとし、地域や

企業と協働した活動の経験を充実させるなど、本

物の経験を積み重ねることができる教育内容を目

指してまいります。 

●ふじわら広昭委員  私ども議会も、発展的再

編校の生徒たちが様々な経験を積み重ねることが

できるような学校になってほしいものと心から

願っております。 

 さらに、普通科と商業科が併設されることか

ら、普通科と商業科の交流も非常に重要だと思う

わけであります。 

 また、目指している教育内容を実現するために

は、2023年に策定した札幌市立高校教育改革実行

プランにおいても触れられている、各学校の特色

化の充実という観点が非常に重要になってくると

思います。 

 現在も、学校教育改革実行プラン、この中に

は、基本的な方向性として、一つ目には、生徒の

個性や能力を伸ばす質の高い教育の充実、二つ目

には、社会に開かれた教育活動の推進、三つ目に

は、学校の取組を支える仕組みのことなどが、基

本施策として９項目載っているわけであります。 

 こうした市立高校は、それぞれ特色を持った取

組を進めているところではありますけれども、発

展的再編校でも、新たな視点を持って、具体的な

教育環境に関する検討を進めていく必要があると

思います。 

 そこで、３点目の質問ですが、どのような特色

のある取組を考えているのか、現時点での具体的

な検討状況について伺いたいと思います。 

●佐藤学校教育部長  特色のある取組の検討状

況についてでございますが、現在、高校再編準備

担当課におきまして、新しい学習環境づくりや、

特色のある科目など、他都市の先進事例の調査研

究を鋭意進めているところでございます。 

 具体的には、教科の専門的な内容をさらに深く

探究する科目を全ての教科に設置することですと

か、さらには、複数の教科を連携させた独自の科

目を設置するとともに、子どもたち自らの学習実

践を教員が支えていくことのできる新たな仕組み

づくり、こうしたものを進めていくということを

検討しております。 

 こうした特色を広く理解していただくことも今

後は重要と考えておりますことから、学校説明会

や市立高校プレゼンテーション大会など、様々な

機会を活用しながら、新たな学校の具体的な魅力

を、丁寧かつ積極的に発信することも進めてまい

ります。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

 先ほども申し上げた高校教育改革実行プランの

中の三つ目にあります、学校の取組を支える仕組

みの構築、これについては、資料を見ますと、目

標数値よりもかなり下回っている状況にあります

ので、まず市立高校全体のこうした支援体制とい

うものを、教育委員会がしっかりと対応するよう

に求めておきたいと思います。 

 次は、発展的再編校が生徒たちにとって魅力的

で特色がある学校となることを願っておりますけ

ども、その魅力が入学を予定している生徒やその

保護者に伝わることも非常に重要であり、分かり
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やすい周知を求めておきたいと思います。 

 ３点目は、高校授業料の無償化が実施された場

合の影響などを勘案しながら、藻岩高校と啓北商

業高校を発展的に再編した後も、それぞれの市立

高校が魅力を持った学校となるよう検討を進める

ことを求めて、質問を終わります。 

●前川隆史委員  私からは、夜間中学校につい

て伺いたいと思います。 

 昨今、この教育分野におきましては、様々な事

件や課題が、もう次から次と浮き彫りになった

り、発生したり、山根教育長も大変ご苦労が多い

かと思いますけども、人間教育というのは最も尊

い生業でございますので、どうかご自愛いただき

ながら、先頭を走って、みんなを引っ張っていた

だきたいなと、まず申し上げたいと思います。 

 先般、９月13日だったんですが、北海道夜間中

学交流会というものにご案内をいただきまして、

札幌遠友塾自主夜間中学35周年の集い、そういっ

た意義も兼ねて集いが行われて、お招きいただき

ました。札幌市議会からも、私のほか、小形議員

もいらっしゃいましたし、小竹議員も参加してお

られました。 

 この集いは、自主夜間中学札幌遠友塾35周年、

そういった意義も踏まえておりますので、自主夜

間中学35年の歴史を振り返りながら、学びが人生

を変えた感動的なエピソードが幾つも報告されま

して、集った人たちも、涙、涙の、そういった集

いとなりました。 

 35年前、この札幌遠友塾がスタートしたときの

いろんなエピソードの報告なんかもありましたけ

ど、今はなき市民会館の一室を借りて、そのとき

のことを振り返って、体験発表というのをやるん

ですけど、語られたご婦人だったかな、釧路から

ずっと通っていたと。釧路から、ちょうど民営化

されたばかりのＪＲに乗って、そして夜間中学、

遠友塾に札幌市民会館まで学びに来て、そして夜

行バスで帰って、朝５時に釧路に着くと、こう

いったスケジュールというか、動きだったと。だ

けど、本当に楽しくて楽しくて、何もつらいなん

て思わなかったということで、学べることのこの

喜び、この幸せというものを、もうしみじみと

語っておられました。 

 また、先日、私の地元の地域の町内会の役員の

方から、前川さん、夜間中学やっていたよねと、

うちの町内にもいるよ、学んでいる人、というこ

とで教えていただきまして、一応ご紹介いただい

て、お会いする機会もいただきまして、ご婦人の

方でしたけれども、ご主人も亡くして、これから

どうしようかなといろいろ考えているときに、こ

の夜間中学の話をたまたま私のチラシか何かを見

て、こんなのがあるのかということで、星友館中

学に入学されて、今もう日中はずっとお仕事され

ていますけども、夜は星友館に通って、星友館の

授業が始まる前、ちょっと時間があるんですけど

も、その時間も一人で喫茶店とかに入って、しっ

かり自習とかしながら、これも全然苦しくも何と

もない、楽しいということで、充実しているとい

う、そんなお話も伺いました。 

 いろんな方々に会って、夜間中学に学ぶ方々の

人生の、それまでの生い立ちだとか、いろんなこ

とを伺いながら、でも本当に健やかに、喜びに満

ちあふれて学ぶ、そんな状況を伺いながら、この

学びというのは、やっぱり単なる学びじゃないん

だなと、知識を学ぶためだけじゃなくて、本当に

その人の幸福のために、この教育というのはある

んだなということをしみじみと、またつくづく

と、改めて強く実感したところでございます。 

 そして、道内唯一の公立夜間中学校でございま

す星友館中学校は、令和４年に開校いたしまし

て、４年が経過いたしました。生徒の状況も変化

しているのではないかと、このように思います。 

 そこで、最初に伺いますが、開校当初と比べ

て、今年度の星友館中学校の生徒数がどのような

状況になっているのか、また、年齢構成なども特

徴的な変化があるのであれば伺いたいと思いま

す。 

●佐藤学校教育部長  生徒数等の変化につい

て、お答えいたします。 
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 生徒数は、令和４年の開校当初は66名、令和５

年度は105名、令和６年度は110名、今年度は10月

１日時点でございますが、100名の生徒が通学し

ておりまして、定員120名の範囲の中で安定的に

推移しているところでございます。 

 年齢構成については、開校当初は50代と70代の

生徒がそれぞれ13名と最も多かったところです

が、現在は10代の生徒が22名と最も多く、次いで

20代が21名となっており、年代の幅が若年層にも

広がってきているところでございます。 

●前川隆史委員  開校当初は中高年の方が大半

を占めていたけど、今はもう若い10代、20代の方

も増えてきて、年齢の幅が非常に広がってきた

と、このようなお話でございます。 

 星友館中学校に通う方の状況も少しずつ変化し

ていく中で、様々な事情を抱えて、義務教育段階

において十分に学習することが難しかった方が増

えてきているものだと思います。そうした生徒さ

んに対して授業を行う際には、他の小学校ですと

か中学校でも今後参考となるような、様々な工夫

をこれまでもされてきたんじゃないかと思いま

す。 

 そこで、２点目の質問でございますけれども、

これまで星友館中学校では、どのような指導の工

夫を行ってきたのか伺いたいと思います。 

●佐藤学校教育部長  星友館中学校における指

導の工夫についてでありますけれども、星友館中

学校では、これまでも学びに困りのある生徒が安

心して授業を受けることができるよう、教員以外

の学習サポーターも活躍いただき、個に応じた指

導の充実に努めてきたところでございます。 

 また、教職員におきましては、コースや教科の

違いによって指導に大きな差が出ないよう、互い

に情報交流を積極的に密に行うなどしながら、ど

の生徒に対しても分かりやすい授業の実現に努め

てきているところでございます。 

 加えまして、昨年度は、学校運営協議会におい

て出された生徒の声を受けまして、卒業後の進学

等を見据え、一部の教科について、習熟度に応じ

て授業を選択できるようコースを再編するなど、

より学びを深めることができる環境づくりを進め

てきております。 

●前川隆史委員  ありがとうございます。 

 星友館中学校が様々な指導の工夫をしている

と。また、生徒さんからの声も受け止めて、どこ

までも、この学ぶ生徒さん中心の学校運営という

か、教育の工夫をされているということを実感い

たしました。 

 ぜひ市内のほかの小中学校にも、こうした取組

を波及させていただきたいなと、このように思う

ところでもございます。 

 先ほどの答弁では、年齢構成にだんだん幅が出

てきているとありました。10代、20代の方が増え

てきているということでございましたけれども、

昨今の、登校したくてもできない児童生徒の増加

を考えますと、星友館中学校の役割は、今後一層

重要になってくるのではないかと、このように思

うところでもございます。 

 そこで、最後の質問となりますけれども、今

後、星友館中学校に多くの若い世代の方々が入学

を検討できるよう、どのような取組を進めていく

お考えか伺いたいと思います。 

●佐藤学校教育部長  若い世代に向けた取組に

ついてですが、今年度から、登校したくてもでき

ない中学生が、卒業後に改めて学ぶ場の選択肢の

一つとして星友館中学校を検討できるよう、教員

が市内の中学校を訪問いたしまして、学校長や進

路を担当する教員に対し、特色ある教育活動につ

いて、広く伝える取組を始めたところでございま

す。 

 教育委員会としても、今後は不登校の生徒が学

び直しの場の一つとして検討できるよう、教育支

援センターなどを通じて、星友館中学校に関する

情報を提供するなどの周知に取り組んでまいりま

す。 

●前川隆史委員  一般の中学からこの星友館へ

と、学び直しと、そういったコースというか、流

れも行っているようでございます。 
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 やはりこの星友館中学校は、単なる学び直しな

どの場ではないなと本当に思っておりまして、人

が生きていく力を得るというか、まさに先ほども

申しましたけれども、幸福になるための人間教育

の学び舎だというふうに思っております。教育の

分野のみならず、まちづくり全般に、ぜひ星友館

中学の取組だとか知見というものを生かしていた

だくようお願いを申し上げて、質問を終わりたい

と思います。 

●伴 良隆委員  まず、子どもをはじめ、様々

な教育に携わっている皆様、いつもありがとうご

ざいます。 

 私のほうからは、安全マップ、それからコミュ

ニティ・スクール、識字力、そして進路指導と、

四つにわたって質疑をさせていただきます。 

 安全マップ等の改善・拡大・進化について、子

どもたちの安全教育ということで質問させていた

だきます。 

 防災もそうでありますけれども、この安全教

育、自分の身は自分で守るのが基本であります。

また、周辺の支援を使ってみんなで助け合って、

危険を察知し、排除し、そしてそこを避けていく

ということ、こういったことは当たり前のことだ

というふうに思います。 

 しかし、この通学路をはじめ、危険箇所は様々

に多々あるわけでありますが、これを共同で見え

る化し、本人、家庭、学校、そして地域、この地

域というのは住んでいる人だけじゃなくて、会社

などを運営している事業所も含むものというふう

に考えるところでございます。 

 これが各学齢期、学年を問わず、しっかりと行

われていることが極めて重要というふうに思って

おりまして、当時、喜多山児童生徒担当部長が課

長でいらっしゃる時代に、この学校教育、安全教

育を私のほうで問合せをさせていただいて、当時

はまだ地域の安全マップというものが、やれてい

るところとやれていないところ、学校が様々にご

ざいまして、そもそも作っていないところも含め

てではありますが、そういう状況の中で、更新も

していない、学校にシェアしていないといったと

ころもあり、しかし一方で、非常に先進的な取組

をしているようなところもございました。私は当

時、この市立学校における安全マップ等の作成な

どを通じて、安全教育に一層力を入れていくと、

このようにそちらからも答弁があったところでご

ざいます。 

 しかしながら、私の地元のほうの、北区内のあ

る学校でございますけれども、いろいろとご指摘

もいただいた中で、改善していただいた事例が先

日ございました。 

 そういう中で、校区内のヒヤリ箇所ということ

で、ヒヤリマップというものを、保護者とアン

ケート結果を共有したり、児童へは学習指導を繰

り返し行うなどして作っていただいた経緯もあっ

て、効果も出てきているところというふうに思い

ます。 

 そこで、当時からどのように変わってきたか確

認したいと思います。 

 安全マップ等を活用した安全教育について、こ

れまで各学校においてどのように取り組んできて

いるのか伺います。 

●喜多山児童生徒担当部長  安全マップ等によ

る安全教育の取組状況についてでございますが、

子どもが自ら適切に判断し、主体的に行動できる

よう、安全に関する資質・能力を身につけるに当

たって、安全マップ等を活用することは、危険箇

所を俯瞰的に理解することができることから、有

効な手段であると認識しております。 

 このため、全ての小学校において、様々な場面

でその目的に合った安全に関するマップを作成・

活用して、安全教育の取組を進めてきているとこ

ろでございます。 

 一例としましては、小学校３年生の総合的な学

習の時間において、児童が地域住民と一緒に校区

を歩き、見つけた危険箇所を通学路の安全マップ

に記し、校内の他学年の児童にも啓発する取組、

また、別の例では、本市の雪対策室と連携し、雪

山で道幅が狭かったり、つららが落ちてきたりす
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るなどの冬特有の危険について、児童が調査した

内容を、区の土木センター職員が通学路マップに

まとめ、スクールゾーン実行委員会を通して地域

にも周知し、地域の安全確保につなげる取組、加

えまして、ＰＴＡが主体となって安全マップを作

成する取組など、これまで各校の実態、地域の実

情等に応じまして、様々な安全マップ等を活用

し、児童生徒に安全に関する資質・能力を育んで

きているところでございます。 

●伴 良隆委員  ありがとうございます。ポイ

ントとしては、全ての学校でといったところと、

取組もいろんな更新も含めてシェアもしている

と、関係機関ともいろいろとコミュニケーション

を取っていただいているという確認でした。 

 学校によっていろんなオリジナルがあっていい

と思います。地図を作ればいいというものではな

いということもございます。そういう意味ではオ

リジナルがあってもいいと思いますし、例えば、

歴史的な散歩道とか街道なんかも載せていただい

たり、名称を載せていただいたりしている、ある

いは大学生と研究したりというような学校もある

わけでございます。いずれも常に見直しし、シェ

アして意識を持っていただく、この不断で地道な

取組が大事でありまして、やっていますというふ

うに言い張られても困るわけでございます。 

 そこで、確認ではありますが、安全教育につい

ては教育委員会が責任を持って、各学校の実施状

況を適切に把握していくべきと考えます。教育委

員会としてどのように安全マップ等を活用した安

全教育を推進していくのか伺います。 

●喜多山児童生徒担当部長  今後の安全教育の

推進についてでございます。 

 教育委員会といたしましては、今般、災害の多

様化・甚大化が見られることから、各校に作成を

義務づけております学校安全計画や危機管理マ

ニュアルについて、年度ごとに評価・見直しを行

いまして、より実効性のある取組がなされるよ

う、安全教育・安全管理等の充実に努めていると

ころでございます。 

 これまで安全・安心な学校づくりに向けた研究

開発事業を実施し、安全マップづくりに関する実

践事例や、防災教育モデルカリキュラムを周知す

るなど、各校における具体的な活用と計画的な実

施について取り組んできているところでございま

す。 

 また、現在、本市で導入が進んでいるコミュニ

ティ・スクールの取組としまして、生徒が作成し

た安全マップを基に、生徒と教職員、保護者、町

内会などの方々が、地域の安全について互いの思

いや願いを話し合う実践などもございまして、学

校と地域が連携・協働する活動も広がってきてい

るところでございます。 

 子どもたちの安全・安心に向けては、学校のみ

ならず、地域全体で体制づくりを進めることが重

要であることから、今後もより一層、児童生徒が

安全・安心に過ごすことができるよう、学校、家

庭、地域、社会が一体となった地域ぐるみの取組

を進めてまいります。 

●伴 良隆委員  地域ぐるみの取組ということ

もお話がありました。確実に充実と充足というも

のが行われていることを確認させていただきまし

た。 

 八街市では、事業所さんの車が子どもたちに

突っ込んで死傷事故が起きたといったこともござ

いました。当初から申しているとおり、地域の中

にも漏れがないように、学年の中にも漏れがない

ように、しっかりと万全を尽くすような、そう

いった安全教育を引き続き頑張っていただきたい

と思います。 

 それでは、次は、コミュニティ・スクール拡充

に向けた現状課題について、地域とともにある学

校づくりということで質問させていただきます。 

 私のほうの事例としましては、どちらかという

と、先ほどの山田一郎委員の、学校内行事という

ところも含むものでありますが、どちらかという

と、学校外の地域、学校の外の地域、行事を中心

に論じたいと存じます。 

 学校だけではなくて、この地域全体で子どもを



 

- 317 - 

育む体制の構築、これは言わずもがな不可欠でご

ざいます。コミュニティ・スクールは、学校運営

に地域住民や保護者が参画し、学校と地域が連

携・協働して、未来を担う子どもたちを育むため

の仕組みでございます。 

 そこで質問でありますが、これまでのコミュニ

ティ・スクールの導入状況を伺います。 

●佐藤学校教育部長  コミュニティ・スクール

の導入状況についてお答えいたします。 

 教育委員会では、令和６年度から、近隣の小中

学校で構成するパートナー校区ごとに、学校運営

協議会を設置したコミュニティ・スクールを導入

してまいりました。導入２年目となる今年度まで

に、34パートナー校区106校及び一つの幼稚園で

コミュニティ・スクールが導入されており、来年

度はさらに35パートナー校区113校の学校が導入

予定で、現在準備を進めているところでございま

す。 

 教育委員会といたしましては、今後もこの仕組

みの狙いや意義などを丁寧に周知しながら、令和

10年度までに、全ての学校にコミュニティ・ス

クールを導入してまいります。 

●伴 良隆委員  これからのコミュニティ・ス

クールの拡大につきましてのご答弁がございまし

た。 

 先ほど山田一郎委員のご指摘、全くそのとおり

でございます。それで、私のほうは、学校外の行

事ということ、行事といってもいろんな祭典も含

めてでございますけれども、いろんな企画、イベ

ントがあります。コロナ禍、新型コロナウイルス

感染症が席巻する前までは、一定程度、各学校さ

ん、いろいろとその地域にもよりますけれども、

学校長、それから教頭先生、各教員の方々も、比

較的積極的に参加されていたと私は思っておりま

した。 

 しかし、コロナ禍を越えた後に、そもそも地域

でそういう企画が減ったということも一部ありま

すけれども、この企画の数とともに、大きさも取

り戻してきているにもかかわらず、出席者の名前

が読み上げられると、学校の先生がいないといっ

たことが多々ございます。いろんな学校の忙しさ

も事情もあろうかと思いますけれども、先ほどの

山田一郎委員のお話と同じように、学校外の行

事、つまり地域の行事ですね、子どもたちも参加

しているのもありますけれども、やはり地域で一

緒になってというコミュニティ・スクールの概念

があるにもかかわらず、そういった機会が減少し

ているということが本当なのであれば、誠に残念

でございます。コロナ禍が明け、そういった信頼

関係といったことにも通じるようなこの機会を再

構築しなければいけないというふうに思っている

ところでございます。 

 もし、先ほど佐藤部長のご答弁がありましたけ

れども、札幌市のこのコミュニティ・スクール、

拡大していくというふうにおっしゃいますけれど

も、数だけ拡大していくということであってはな

りません。形骸化しないためにも、お答えいただ

きたいと思いますが、コミュニティ・スクールが

一層充実した取組、仕組みとなるような、地域と

学校の関係性の現状をどのように捉え、また、今

後どのようにしていくおつもりか伺います。 

●佐藤学校教育部長  学校と地域の関係づくり

についてお答えいたします。 

 学校運営協議会には、地域、保護者、関係機関

など、様々な立場の地域の方々が、未来を担う子

どもたちの育ちを支えたいとの熱意を持って、委

員として参画いただいております。 

 コロナ禍の影響で希薄化した関係性を再構築

し、学校と地域が協働して子どもを育むために

は、学校運営協議会も含めた学校内外の様々な場

面で、子どもの育ちを中心として対話を深めると

ともに、学校と地域が協働して子どもの成長を支

える機会を充実していくことが重要と認識してお

ります。 

 教育委員会といたしましては、今後、行事です

とか防災教育、キャリア教育などの視点から、学

校と地域が協働していくことで、高い教育効果に

つながるモデルケースを学校とともに創出し、全
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市へ積極的に普及啓発するなど、地域とともにあ

る学校づくりに全力で取り組んでまいります。 

●伴 良隆委員  地域とともにというお話、こ

の言葉が必ず今後実態として充足されるというこ

とは、きちんと今後地元で確認させていただきた

いというふうに思っております。委員の皆さんも

ぜひ見ていただきたいというふうに思います。 

 出席すればいいというものではないんですけれ

ど、やはり私が言いたいのは、顔が見える関係。

私どもも地域行事を毎日やっているわけじゃござ

いませんので、いろんな行事がある中で、そこに

顔を出していただいて、そしてコミュニケーショ

ンを取ってほしいと。顔が見える関係でいてほし

いと。いいことも課題も共有しながら、これは多

分コミュニティ・スクールという言葉に代表され

ると思います。 

 一方で、学校も非常に忙しいというふうにも言

われます。この前、和田勝也委員が、子ども未来

局の質疑で、保育園に関することで、様々なク

レームも含めて、非常に現場も苦しんでいるとい

うお話がありました。 

 この前には、教育委員会に私も質問させていた

だきましたけれども、親御さん等々、地域からも

非常に厳しい声とともに、ちょっと関連がないよ

うな、行き過ぎた、そういった問合せもあるやに

聞いております。 

 スクールロイヤーとまでは言いませんけれど

も、私が当初申し上げたとおり、これは学校だけ

じゃなくて保育園もそうですけれども、やはり学

校側への問合せに関しましては、今後やはり第三

者機関を使いながら、学校の先生たちがそれに、

保育士もそうですけれども、本来の教育や養育の

業務に専念ができるように、ぜひここはかじを

切っていただきたいということを強く指摘させて

いただきたいというふうに思います。 

 一方で、地域行事はいつもやっているわけじゃ

ございませんので、校長先生がいなかったら、ど

なたか代理でも結構ですから、ぜひ来ていただい

て、時々いろいろと厳しい声もお互い出るかもし

れませんけれども、学校で執り行えないようなこ

とは、地域でもシェアしなきゃいけないし、地域

も学校がこれだけしっかりやっていただいている

ということも分かっていただかなきゃいけないこ

ともあるわけですね。ぜひ、そこは顔が見える関

係、そして意思疎通ができる関係、そしてお互い

で子どもを育てる関係をつくっていただきたいと

いうふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次は、識字力でございます。 

 識字力といいますと、識字の能力を示すわけで

ありますが、我々の固有の言語は日本語でござい

ます。日本語に関しましては、文字としては平仮

名、そして片仮名、そして外来ではありますけれ

ども漢字、そして和製英語といったことなどがあ

ろうかというふうに思います。 

 日本のこの国の言葉、いわゆる国語は、国が国

としてなし、日本人が日本人であることの証左で

ございます。固有の言語、そして一般的には通

貨、そして文化、慣習ということを守り抜かなけ

れば、国が滅びるといった歴史もございます。 

 日本には俳句や詩というものが、ポエムがあり

ますね。また、敬語、尊敬語から謙遜語、丁寧語

と言われますけれども、こういった固有のものも

ございまして、言葉には意味があるということ

で、言霊といった言葉もあるわけであります。 

 日本語の文字や識字力は、教科である国語の能

力だけでなく、その他の教科においても読み解く

力ということで非常に大事でありまして、我が国

においては資源は少ないとは言いませんけれど

も、そんなことはなくて人という人材がたくさん

あるわけでありますから、そういった読み解く

力、これは極めて重要でございます。 

 今日、デジタル化や映像化といったものが進ん

でいます。これはすばらしいことだというふうに

思います。利便性や速達性、そして視認性といっ

たことは、今後もさらに期待されるというふうに

も思いますし、ＡＩもまた、その評価をされるも

のだというふうに思います。 
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 一方で、文字ということに関しましては、紙も

含めて識字や識字力といったことに対して、こう

いった能力に対して、デジタルの悪影響が叫ばれ

ているところでもございます。 

 紙に関して言えば、例えば学習においては、紙

の教科書であるからページを自由自在に瞬時に行

き来できたり、例えば情報収集においては図書館

や本屋さんなどの膨大な配架陳列から探し当て、

新たな発見ができたりもするといったことがござ

います。 

 よって、今後はいかにデジタルの技術を生かし

ながら、識字力を維持・向上するとともに、我々

固有の日本語文化をしっかり守り、継承していく

ことができるのか、信念を持った工夫と試行錯誤

が各現場で求められているところでございます。 

 そこで、紙の本を公共として広く取り扱う図書

行政と、主に将来を担う子どもたちを公共として

育てる教育行政の双方に伺ってまいりたいと思い

ます。識字力を守る図書行政と学校教育のこれか

らについて伺います。 

 それでは、質問でありますが、文字や紙の本と

いった文化を継承していくために、図書行政とし

てどのように取り組むのか、前田図書館長に伺い

ます。 

●前田中央図書館長  文字や紙の本といった文

化を継承していくための図書行政としての取組に

ついてでございますが、紙の本は読みやすかった

り記憶に定着しやすいという声が多く、このよう

な本を多く配架している図書館は、視覚に訴える

魅力的な棚や企画展示等を通じまして、利用者と

本との出会いを促すという面で、重要な役割を果

たしているものと認識しております。 

 また、紙の本を直接手に取れる環境を提供し、

紙の本の持つ特性や価値を生かしながら、子ども

から大人が自主的な読書活動を継続していくこと

を促す取組が求められております。 

 こうした読書活動を推進していくため、あらゆ

る世代の多様な読書ニーズを満たす幅広い分野の

図書の収集や提供に努めているほか、社会の関心

の高いテーマで講演会やセミナーを開催し、市民

の来館を促すとともに、関連する企画展示によ

り、本を手に取りやすい場を創出しております。 

 さらに、子どもたちには、読み聞かせ会など各

種イベントの開催により、読書の楽しさを知って

もらうほか、小中学校の施設見学の受入れや、学

校向けの団体貸出しにより、幅広い興味や関心に

応えるなど、将来にわたって読書が習慣となるよ

うな取組を充実してまいります。 

●伴 良隆委員  図書館内のことも大事です

し、今お話がありました、アウトリーチも頑張っ

ていただきたいというふうに思います。 

 さっぽろ読書・図書館プラン2022、本当はもっ

と図書館2025の前のほうに据えて、図書館行政の

ほうに入ってほしいなというふうに思いますけれ

ども、これに書いてありますが、地域の教育力が

低下しているというふうに書いてございます。そ

れから、比較的若い世代の読書量には減少傾向が

見られると。もって、この社会の構造の変化、情

報化、グローバル化といった人々の活動の変化の

中においても、従来の図書館業務ばかりにとらわ

れるのではなくて、様々な変化に対して広い視野

を持ち、その都度柔軟に対応しながら図書館政策

を考えていくことは必要であるとともに、各種の

取組やニーズを持つ全ての人々が享受できること

が求められるというふうにあります。 

 生涯学習推進構想もございますけれども、こ

れ、図書館行政も大事ですが、図書行政として、

ぜひこの識字、識字力と、そして紙の文化という

ことを、ぜひ強く発信していただいて、いろんな

取組を積極的にやっていただきたいと思います。 

 それでは、学校教育に移りたいと思います。 

 学校教育は冒頭申し上げたとおり、当時コロナ

禍においては、端末、ＰＣ、タブレットをとにか

く早く入れるだけ入れよう、使えるだけ使おうと

いった時代でありました。コロナ禍が落ち着いて

きました。次は、使えるときに必要なだけ工夫し

てしっかり使おうという時代に、私は入っている

と存じます。 



 

- 320 - 

 今、中央教育審議会、国のほうがデジタル教科

書が紙と同様に教科書として位置づけられる方向

性を示されたところでございます。まだまだ議論

はあろうかと思いますが、一方で、手で紙に書く

ことや、紙媒体の図書で読むことの学びのよさも

引き続き大切にしていくべき要素でございます。 

 また、使い過ぎや情報収集の在り方、こういっ

たことにも警鐘が鳴らされているところでもござ

います。健康や健やかな成長といったところでご

ざいます。 

 この端末導入から約４年が経過した今、ここ

で、いま一度立ち止まってＩＣＴ活用の今後の方

向性、これは現場としてしっかりと考えていくべ

き時期に入ったというふうに私は思っておりま

す。 

 そこで質問ですが、授業におけるＩＣＴ活用の

現状に対する認識、今後も含めたことであります

が、認識を伺います。 

●佐藤学校教育部長  授業におけるＩＣＴの活

用についてお答えいたします。 

 １人１台端末を導入してから４年が経過しまし

て、札幌市の市立学校においては、以前の、まず

は使ってみるという段階から、現在は、いかに効

果的に使うかという段階へと移行してきていると

ころでございます。 

 これからは、子どもがＩＣＴを効果的に活用し

て、主体的に情報を集めるとともに、そこから何

が重要かを考え、様々な人と協働しながら、新た

な価値を創造していくような情報活用能力を高め

ることが、とりわけ重要であると考えておりま

す。 

 また、これを機に、これまでの教育で大きな効

果を生み出してきた紙媒体を用いた学習につい

て、子どもの発達の段階や教科の特性などを踏ま

えて見直しを図ったり、さらに発展させたりする

ことも重要であると考えております。 

 教育委員会といたしましては、子どもがデジタ

ルと紙のそれぞれのよさを理解し、目的に応じて

選択したり、自分自身の解決方法に応じて組み合

わせたりしながら活用していく力を系統的に育む

教育の実現が求められていると認識しておりま

す。 

●伴 良隆委員  一旦立ち止まってということ

でございますので、振り返りと現在状況、そし

て、やや今後ということでお話がありました。一

旦立ち止まっていただいた答弁だというふうに思

います。 

 デジタルも、もちろん紙も、両方大事でありま

すし、ただ、大事なことは読み解く力というふう

に思います。この辺りを、教育委員会とともに現

場サイドが、うまくこのデジタルと向き合ってい

く、しっかりと守るべきは守っていくといったこ

とを徹底していただきたいというふうに要望させ

ていただきます。 

 それでは次が最後になりますが、子どもの将来

を尊重した広域的な進路指導と進路選択でござい

ます。最後、非常に大きな分野になりますので、

山根教育長にご答弁を求めたいというふうに考え

ております。 

 さて、子どもの可能性は無限大でございます。

しかしながら、札幌市教育委員会となりますと、

その境界線、市域はなかなか越えたがらないとこ

ろも、越えられないところもございます。 

 せんだって総務委員会で、都市計画マスタープ

ラン、都市計画担当局長に、市域を越えたまちづ

くりは極めて重要ということで、そのように答弁

していただいたところでございます。何でもかん

でも風呂敷を広げればいいというものではありま

せんけれども、教育においても、これは普遍的な

ものでありますし、面的に限ってはいけないわけ

でございます。 

 私も道内外の各高校さん、まだ一部であります

が、いろいろと見させていただいたり、本音も聞

かせていただきました。札幌に対するラブコール

も聞きました。そういった中で、札幌の子たちが

今後お世話になるのは、札幌市内だけではなく

て、市教委、道教委とありますけれども、札幌市

外、そして道内地方、または北海道を越えていく
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と、本市を越えてもいいんですけれども、そう

いった意味として、私はもっと広く、この子たち

の背中を押してあげたいなというふうに思ってい

るところでございます。 

 ひいては、札幌の子どもたちが各地方の特色あ

る高校に行かれたり、あるいは、そこからいろん

な学びがあって、活躍して、この札幌に戻ってき

て活躍する場合もあり、また、そのまま居着いて

もよし、そして札幌に戻ってきた後、また飛躍し

ていって、その地方にお世話になったところで骨

を埋めてもよしというふうな、広い心を持って、

私はこの子たちに向き合っていくべきではないか

なというふうに思っているところでございます。

その子たちは、よく理系人材の流出とかと言われ

ますけれども、私は、それは一時的なものであり

まして、経済観光局にも質問して、介護などの機

会を捉えて、我がふるさと札幌に戻ってきてくれ

ればいいかなという思いもございます。かわいい

何とかには修行させよという言葉もございますけ

れども、その子たちは必ず、修行したり、旅に出

て、いろんな経験をして成長していくものと。

戻ってこなくても札幌を愛しているというふうな

ことで、シティプロモーション、シティセールス

をしっかりしてくれるというふうに思っていると

ころでございます。 

 そこで質問でありますが、札幌市立中学校にお

ける進路指導、主に中学３年生ということにもな

りますけれども、この札幌市の市立中学校の進路

指導においては、様々な情報を生徒がどのように

知り得ているのか、現状を伺います。 

●佐藤学校教育部長  市立中学校におきまして

は、中学生が将来の夢の実現や目標の達成に向

け、自己の進路を見定めていくことができるよ

う、子どもの発達段階を踏まえた系統的な進路指

導をきめ細かに実施しているところでございま

す。 

 この中で、進学先に関する情報につきまして

は、市内を含む石狩学区内の高等学校の情報を取

りまとめた資料を、６月頃に全ての中学３年生に

配付するとともに、各校の進路に係るガイダンス

や個人面談などの機会において周知を行っている

ところでございます。 

 また、石狩学区以外の学校につきましては、中

学校に送付される学校説明会等の案内ですとか、

高等学校の教職員が直接来校した際に受ける説明

などを通じて情報を集めまして、必要に応じて生

徒や保護者に提供しているところでございます。 

●伴 良隆委員  石狩管内というふうなお話が

ありましたけれども、必要に応じて提供している

という言葉、これも一つ基本でありますけれど

も、それだけで本当にいいのかなというふうに思

いますね。やはりその情報の取捨選択は、家庭や

子どもがすべきものと思いますけれども、例え

ば、私は奥尻高校も行かせていただきましたけれ

ども、彼らはスキューバダイビングの資格をしっ

かりと取れて、海難救助ということで、海上保安

庁にも入るということの資格も取れるわけであり

ます。 

 また、天売島、焼尻島にも行きましたけども、

ここにおいては、我が札幌市の子どもたちの中

で、具体的な大学名は控えますが、非常に優秀と

言われる大学の水産学部を目指して、日々海辺で

勉強しているといったこともございます。 

 ほかにもいろいろな特色ある高校さんがありま

す。もちろん生徒が欲しいという気持ちで必死に

なっているところもあるんだと思いますけれど

も、子どもたちにとってみれば、様々な積極的な

可能性、気づきがあるかもしれません。学びの選

択です。 

 それからもう一つは、いろいろと課題を抱えて

いらっしゃるお子さん、集団行動がなかなかでき

ないというお子さんにとってみれば、そういう地

方の高校の学級数は比較的少ないわけであります

ので、先生と向き合って、例えば、伴君とか、そ

れから小須田君とか、そういったことを言われな

がら過ごす毎日ということでありますので、やは

り温かく見守ってもらえるといったところもござ

います。 
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 いろんな積極的な学びの支援という意味では、

今後、先ほど必要に応じて提供しているというお

話がありましたけれども、やはり全ての生徒の将

来の可能性を広げていくような、まずは情報を

しっかりと提供するような仕組み、つまり、様々

な教育委員会を飛び越えていくような、それぐら

いの積極性を、札幌側からラブコールを送ってい

ただけるような仕組みは、私は必要だというふう

に考えます。 

 そこで伺いますが、生徒が多様な選択肢を得る

ために、札幌市としてどのように取り組んでいく

のか伺います。 

●佐藤学校教育部長  多様な進路情報を提供す

る取組についてでございますが、中学生が進路を

検討するに当たっては、石狩学区にとどまらず、

道内の高等学校の特色ある教育について情報を得

ることは、生徒の可能性を広げる上で、教育的意

義があるものと認識しております。 

 このため、今年度から、道立高等学校の教育活

動に関する資料を札幌市立中学校へ配付するな

ど、北海道教育委員会と連携した取組を開始した

ところでございます。 

 今後、中学生に対して道内の高等学校の情報を

幅広く提供していくことで、生徒が自身の現状を

踏まえ、多様な選択肢の中から自らの進路を見い

だすことができるよう指導の充実に努めてまいり

ます。 

●伴 良隆委員  私は、この答弁を今聞いてい

て、いただけるものとは思ってはおりませんでし

た。札幌市内の子は札幌市内にと、市立高校改革

もあるので、できればうちの高校にと、これは一

義的にはそうだと思いますけども、今、広い目

で、温かい目で子どもたちの可能性といったも

の、広がりというものを面的に答弁していただい

たものというふうに思い、大歓迎したいと思いま

す。 

 実際に子どもたちが取捨選択することについて

は自由でありますけれども、可能性がある、つま

り希望するものについては伸ばしてやって、そし

て、なかなか課題があることについても、そこを

また引き伸ばしていくといった意味では、長所、

短所と言わずに、その子にとってのいい環境づく

りというものは、様々にいろんな高校という場面

もございます。市域を越えて、広い目で見ていた

だきたいというふうに思っております。 

 北海道のほうでも、問合せによると道内市町村

との関係というものは、縦割り感もあって課題が

あるというふうに聞いているところでもございま

す。しかしながら、まず道都、道の都である本市

自らが、北海道をはじめ各市町村に、または道外

も含めてではありますがアウトリーチしていく時

代だというふうに思っております。 

 さて、基本計画でございます。最後の質問に入

りますが、山根教育長に問合せをさせていただき

ます。 

 札幌市の教育振興基本計画の中において、計画

の推進と進行管理といったところで、未来を担う

子どもを育み、市民一人一人が生涯にわたる学び

を実践するためには、社会全体で子どもの成長と

自立、市民の学びを支えていくことが必要という

ふうに書いてあります。こうしたことから、今後

も札幌市の関係部局と組織横断的な取組を推進す

るとともに、国、北海道、その他関係機関等と連

携協力を図っていきますというふうに書いてあり

ます。つまり、社会全体というのは、まさに国、

北海道、その他関係機関等というふうに結びつく

ことができるので、佐藤部長がお答えになったと

おりだというふうに思います。 

 札幌の子たちでありますから、札幌で一番大切

にしたいところでもございますけれども、札幌の

子であり、北海道の子であり、国の子であるとい

うふうなことだというふうに思います。 

 子どものよさ、課題はそれぞれあります。しか

し、同じように指導の環境、指導方法も様々であ

るというふうに思います。よさを伸ばして、課題

を踏まえて、この環境をたまに変えたり、成長し

ていく姿を楽しみにしたいところでもございます

し、現に札幌から結構地方の高校に行って、非常
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にお世話になっていますし、すごく生き生きと活

躍しているところもあるそうでございます。 

 そういった意味でも、その子の可能性というも

のは、もし埋もれていたら、ぜひ札幌市内もそう

でありますけれども、札幌市外でも引き伸ばして

いただけるような、皆さん方への取組のお願いと

いったものもあってもいいかなというふうに思っ

ておるところでございますが、札幌市教育委員会

でありますけども、果たしてご答弁いただける

か、札幌市の子どもが北海道に視野を広げ、自身

の可能性を伸ばすことは誠に重要だと考えます

が、山根教育長、教育長としてのお立場からのご

認識を伺いたいと存じます。 

●山根教育長  ご質問ありがとうございます。

札幌市の子どもが北海道に視野を広げ、自身の可

能性を伸ばすことについてのお尋ねであります。 

 ご承知のとおり、札幌市では北海道の発展なく

して札幌の発展はないとの考え方の下、道内他自

治体との連携強化に取り組んでいるところであり

ます。委員ご指摘の取組は、その考えにも合致す

るものであります。 

 また、札幌市で学び育った子どもが札幌はもと

より北海道にも視野を広げて、次世代の担い手と

なっていくことは、札幌市の教育が目指す自立し

た札幌人の育成にもつながるものと考えておりま

す。 

 教育委員会では、今後とも子どもたちの学びや

成長の機会を充実させて、その可能性を広げる取

組に注力してまいりたいと考えております。 

●伴 良隆委員  ご答弁、誠にありがとうござ

います。教育長としてのご答弁でありましたけれ

ども、人づくり、普遍的な、面的にも広がったご

答弁だったというふうに解釈いたします。 

 私が視察先からまず言われたことは、何しに来

たんですかと言われました。言わば、多分警戒さ

れていたんだと思います。教育委員会違いますの

でね。私は非常に札幌の子たちがお世話になって

いるし、お世話になりましてということで頭を下

げに行きました。それから、その子たちの状況も

聞きました。非常に評価が高いわけであります

し、言わば、札幌の子どもたちは市内の市立高校

をはじめ、市内の道教委さんとともにそこで育て

られれば、これもいいことだというふうに思いま

すけれども、市外、区域外でも十分にやっていた

だいているものというふうに思います。 

 それからもう一つ、それぞれ学校さんが腹を

割ってお話しいただいた、そのお伝えした言葉は

子どもたちの学びの機会の確保ということだけで

はなくて、先ほど申したように、この子たちが将

来その都市で、その町で、市町村で、いろいろと

活躍して、もしかしたら交流人口だけじゃなく、

定住人口にもなるかもしれないと、そういう思い

で、札幌は北海道と共存共栄で行くべきだという

ふうに僕は思っていますという話をすると、その

市域を越えた境界線を越えた話題で、非常に話が

盛り上がった記憶がございます。 

 今後はこういった人口減少時代でありますけれ

ども、人に注目した、この子どもたちのキャリ

ア、生き方というものについても、大人の部分に

ついても市域を越えた話題、本会議場でしっかり

とさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

●山口かずさ委員  私からは、ラーケーション

についてお伺いします。 

 本日最後の質問ということと、代表質問で二度

取り上げて、もう皆さんご存じかと思いますの

で、今回は端的に質問します。 

 子どもの学び、ラーニング、保護者の休暇、バ

ケーション、子どもたちが保護者や家族と一緒

に、平日に学校外で体験や探究の学びを行うこと

を目的としたラーケーションについては、今定例

会において、私から代表質問、さらには再質問を

して導入に向けた市長のリーダーシップを求めま

したが、今後、既に制度を導入している自治体の

具体的な成果や運営上の課題について情報収集す

るなどして、必要性について検討していくとのこ

とで、第１回定例市議会代表質問の答弁から、検

討していくの前の慎重という言葉が取れたにすぎ
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ず、相変わらず慎重な姿勢が変わらない答弁でし

た。そもそも、制度を導入している自治体の具体

的な成果や運営上の課題についての情報収集は、

半年間もあれば十分に行えたのではないでしょう

か。 

 愛知県が先駆的に導入して以降、茨城県、山口

県など、全国でその取組が広がりを見せており、

経済界からも観光需要の平準化や地域活性化につ

ながるものとして期待が寄せられており、札幌市

においても全国の自治体に後れを取ることなく、

ラーケーションを導入していくべきと考えます。 

 そこで質問です。改めてラーケーションの意義

をどう認識しているのか、そして、この間の検討

状況についてもお伺いします。 

●佐藤学校教育部長  ラーケーションの意義と

検討状況についてであります。 

 子どもの健やかな成長にとって、学校での学び

だけではなく、家庭における保護者との対話や体

験を通じて学ぶ機会があることは大切であるとい

うふうに認識しております。 

 これまでの検討状況といたしましては、川崎市

ですとか茨城県などの先行自治体に、制度導入の

経緯や成果、課題等の聞き取りを行うなど、実情

把握を進めているところでございます。 

●山口かずさ委員  教育委員会が先行して実施

している市町村に聞き取り調査などを行っている

ことを承知しましたが、先ほども指摘したよう

に、スピード感に欠けていると言わざるを得ませ

ん。 

 私が視察を行った愛知県では、ラーケーション

を導入して既に２年が経過していますが、担当者

のラーケーションを実施しない理由がない、学び

のない旅がないという言葉に象徴されるように、

市民生活や学校現場に大きな混乱はなく、制度が

導入され、安定しつつあるとのことでした。 

 私としては、札幌市でラーケーションを導入し

ても、愛知県などと同様に大きな混乱は起きない

のではないかと考えてはいますが、導入した際に

想定される効果や懸念について想定し、十分に検

討していくことは大切なことです。 

 そこで質問です。現段階でラーケーション導入

における効果や懸念をどのように考えているのか

お伺いします。 

●佐藤学校教育部長  ラーケーション導入によ

る効果や懸念についてであります。 

 家族との体験を通じて学ぶ機会は、子どもの知

的好奇心や探究心を育む機会であり、制度の導入

により、休みを取りやすくなる効果が見込まれる

と受け止めております。 

 懸念としましては、制度を利用した子どもが登

校しない日も通常の授業等の教育活動は継続する

ため、子どもや保護者が学校における学びの遅れ

を不安に感じることなどが考えられるかと思いま

す。 

 また、学校においては、家庭が制度を利用する

際の事務手続の増加が考えられるほか、例えば、

飛び石連休などの特定の時期に多くの子どもが登

校しないことで、授業計画の急な変更が生じるこ

となど、様々懸念されるところかと考えておりま

す。 

●山口かずさ委員  先日の代表質問では、教育

長から、北海道の動向も踏まえ、子どもたちのよ

りよい教育現場、教育環境づくりを進めてまいる

との答弁がありました。 

 愛知県では、県として2023年９月にラーケー

ションを導入しましたが、県内の政令指定都市で

ある名古屋市は導入しておらず、同じ県内であり

ながら、県民は制度を利用できるかどうか居住地

によって分かれるという大変残念な状況が生じて

います。 

 このような地域間での制度の格差を避けるため

にも、もっと言うなら、愛知県と名古屋市のよう

になってしまわないように、札幌市と北海道との

対話が、本市の導入判断において極めて重要だと

考えています。また、北海道との連携に加えて、

先行自治体から制度導入に当たり、直面した課題

や事例などから具体を学んでいくことも必要で

す。 
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 札幌市がラーケーションの導入を検討の域から

一歩進めて、施策として実現しようとするために

は、北海道や他都市との能動的な連携体制の構築

が必要です。 

 そこで質問です。ラーケーションの導入検討を

進めるに当たり、北海道との連携や制度を導入し

ている自治体からの情報収集について、今後の見

通しをお伺いします。 

●佐藤学校教育部長  北海道との連携や他自治

体の情報収集に関する今後の見通しについてでご

ざいます。 

 今後は北海道におけるラーケーションを含めた

休み方改革の検討状況についても注視しつつ、検

討を進めてまいります。 

 また、新たに制度を導入した熊本市や青森市か

らも、具体的な手法や導入に当たっての学校現場

からの声などの情報収集を行っていく予定でござ

います。 

●山口かずさ委員  北海道の連携についてしっ

かりと対応していただくよう強く求めます。 

 ラーケーションの導入に向けて、北海道では知

事が家族時間の増加や保護者の方々の休暇取得に

おける休み方改革の推進が期待される、道として

は、引き続き、道教委と連携しながら子どもたち

のよりよい学びの環境づくりに向けて取り組むと

して、教育長も、子どもたちのよりよい学びにつ

ながるよう、引き続き知事部局と連携し、休み方

改革に取り組むと述べ、まさに知事部局と道教委

が一体となって、導入に向けて取組を進めていま

す。 

 札幌市においても、北海道同様、市長部局と教

育委員会が連携を深めて、休み方改革における

ラーケーション導入に向けた取組を着実に進めて

いただきたいということを強く要望して、私から

の質問を終わります。 

●松原淳二委員長  以上で、第１項 教育委員

会費等の質疑を終了いたします。 

 以上をもちまして、議案第１号中関係分の質疑

を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月29日水曜日午後１時

から、討論及び採決を行いますので、定刻までに

ご参集ください。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後５時28分 

 

 

 


